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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

1

は
じ
め
に

　
一
八
九
五
年
以
降
に
本
格
化
し
た
変
法
運
動
は
、
清
朝
の
体
制
そ
の

も
の
を
見
直
す
政
治
制
度
改
革
の
実
施
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
目
的
を
一
言
で
言
い
表
す
な
ら
ば
、「
広
範
な
意
見
聴
取
、
合
議
制

の
創
出
、
人
材
抜
擢
」
を
可
能
と
す
る
制
度
構
築
で
あ
る
。
下
級
官
僚

や
庶
民
へ
の
上
奏
権
の
付
与
、
新
た
な
議
政
機
関
の
設
立
、
科
挙
改
革

と
い
っ
た
変
法
案
は
、
目
的
を
果
た
す
た
め
の
手
段
の
一
案
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
。

　
変
法
運
動
を
担
っ
た
康
有
為
や
梁
啓
超
は
、
そ
の
改
革
目
的
を
実
現

し
得
る
制
度
を
地
方
で
試
行
す
る
と
構
想
し
、
そ
の
主
導
役
に
地
方
大

官
を
想
定
し
た
。
湖
広
総
督
張
之
洞
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
大
官
ら
も

ま
た
、
そ
う
し
た
改
革
構
想
に
一
定
程
度
賛
同
し
、
改
革
主
張
を
宣
伝

す
る
新
聞
や
雑
誌
の
発
行
、
改
革
主
張
を
教
育
す
る
学
校
の
設
立
等
へ

の
資
金
援
助
な
ど
を
通
じ
、
変
法
運
動
を
後
援
し
た
。
し
か
し
、

一
八
九
八
年
初
頭
よ
り
、
康
有
為
の
改
革
主
張
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
か

ら
変
質
し
始
め
る
。
そ
の
影
響
を
受
け
た
新
聞
や
雑
誌
の
主
張
も
同
様

で
あ
っ
た
。
地
方
大
官
が
主
導
す
る
新
た
な
政
治
制
度
の
試
行
と
い
う

改
革
構
想
は
、
中
央
か
ら
派
遣
し
た
督
辦
が
地
方
行
政
の
裁
量
権
を
握

る
も
の
へ
と
変
質
し
た
。
康
有
為
ら
の
改
革
主
張
は
、
自
身
の
中
央
政

府
進
出
を
確
信
す
る
に
つ
れ
、
地
方
大
官
を
含
む
既
存
の
高
級
官
僚
の

権
限
を
奪
い
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
思
惑
を
色
濃
く
し
始
め

た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
九
八
年
六
月
、
後
に
戊
戌
変
法
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
改
革

が
開
始
さ
れ
る
が
、
当
初
は
変
法
運
動
に
賛
同
し
て
い
た
官
僚
も
、
そ

の
推
進
に
は
非
協
力
的
だ
っ
た
。
結
果
、
改
革
は
進
展
す
る
こ
と
の
な

い
ま
ま
、
僅
か
一
〇
〇
日
余
り
後
、
白
紙
に
戻
さ
れ
る
。
以
上
の
結
末

を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
変
法
運
動
は
、「
現
地
の
事
情
に
応
じ
た
施

「
立
憲
」
の
胎
動

―
清
朝
朝
廷
の
「
立
憲
」
構
想

宮

　
　古

　
　文

　
　尋

※
論
文
末
に
は
、
必
ず
所
属
が
入
り
ま
す
。（
原
稿
に
無
い
場
合
は
（
●
所
属
●
●
）
を
入
れ
て
、
所
属
を
記
入
し
て
も
ら
う
よ
う
メ
モ
を
付
け
て
校
正
出
し
）

※
論
文
要
旨
は
、
巻
末
に
ま
と
め
て
入
り
ま
す
。
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策
を
地
方
の
裁
量
で
行
い
、
中
央
が
点
検
承
認
す
る
」
清
末
中
国
の
政

治
構
造
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

1
（

。

　
一
九
〇
一
年
一
月
、
再
び
改
革
実
施
を
宣
言
す
る
上
諭
が
下
さ
れ
る

と
、
そ
れ
に
応
じ
て
改
革
案
が
上
奏
さ
れ
た
。
中
で
も
、
七
月
に
張
之

洞
と
両
江
総
督
劉
坤
一
が
連
名
で
上
奏
し
た
「
江
楚
会
奏
変
法
三
摺
」

と
称
さ
れ
る
三
件
の
上
奏
は
、
新
た
な
改
革
、「
清
末
新
政
」
の
骨
子

と
な
っ
て
い
く
。
江
楚
会
奏
は
教
育
や
軍
事
、
広
い
分
野
に
わ
た
る
改

革
案
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、「
上

奏
の
簡
略
化
、
合
議
を
経
た
奏
請
の
徹
底
、
官
吏
任
用
制
度
の
改
革
」

が
訴
え
ら
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
変
法
運
動
と
同
様
に
「
広
範
な
意
見

聴
取
、合
議
制
の
創
出
、人
材
抜
擢
」
を
目
的
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
張
之
洞
ら
地
方
大
官
は
、改
革
の
後
援
役
か
ら
牽
引
役
へ
と
転
じ
た
。

江
楚
会
奏
で
示
さ
れ
た
政
治
制
度
改
革
の
構
想
は
、
変
法
運
動
と
同
様

の
目
的
を
達
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る（

2
（

。
し
か
し
、
そ
れ
を
達
成
す

る
手
段
に
お
い
て
は
、
変
法
運
動
が
抱
え
た
問
題
点
、
つ
ま
り
、
地
方

大
官
ら
が
戊
戌
変
法
の
推
進
を
拒
ん
だ
原
因
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
問
題
点
と
は
、
戊
戌
変
法
期
に
お
け
る
改
革
構
想
が
、「
地

方
分
権
的
」
な
清
末
中
国
の
政
治
構
造（

（
（

に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
清
末
新
政
に
お
け
る
政
治
制
度
改
革
は
、「
立
憲
」
と
称
さ
れ
、
そ

の
牽
引
役
も
ま
た
地
方
大
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
そ

の
改
革
は
、「
立
憲
制
・
近
代
的
な
国
家
体
制
へ
の
移
行
を
め
ざ
す
も

の
だ
っ
た
。
反
面
、
中
央
政
府
の
権
限
を
強
化
す
る
企
図
も
含
ん
で
い

る（
（
（

」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戊
戌
変
法
と
同
様
、「
地
方
分

権
的
」
な
清
末
中
国
の
政
治
構
造
を
、「
中
央
集
権
的
」
な
も
の
に
変

え
よ
う
と
し
た
改
革
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
地
方
大
官
が
主
導
し
た
政
治
制
度
改
革
は
、
な
ぜ
再
び
中
央
政
府
の

権
限
強
化
へ
と
向
か
っ
た
の
か
。
そ
の
過
程
は
、
地
方
大
官
の
改
革
構

想
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
主
導
し
た
の
は
誰
な
の
か
。
こ
う

し
た
疑
問（

（
（

を
解
き
明
か
す
糸
口
と
す
る
べ
く
、
本
論
で
は
、
一
九
〇
五

年
に
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
が
決
定
さ
れ
る
前
後
の
「
立
憲
」
構
想
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
視
察
団
派
遣
を
命
じ
る
上
諭
は
、視
察
目
的
を「
立

憲
」
や
憲
法
調
査
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
翌
年
視
察
団
の
帰
国
後

に
は
立
憲
準
備
（
預
備
立
憲
）
を
宣
言
す
る
上
諭
が
下
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
視
察
団
が
帰
国
後
に
「
立
憲
」
を
訴
え
た
結
果
な
の
か
。
そ
れ
と

も
視
察
は
は
じ
め
か
ら「
立
憲
」を
視
野
に
入
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
ど
う
い
う

経
緯
と
理
由
で
浮
上
し
た
の
か
。
従
来
の
説
の
再
検
討
を
試
み
る
。

第
一
章

　朝
廷
外
の
「
立
憲
」
構
想

第
一
節

　「変
法
」
か
ら
「
立
憲
」
へ

　
一
九
〇
一
年
一
月
、
新
政
の
構
想
を
求
め
る
上
諭
が
下
さ
れ（

（
（

、
八
月

二
四
日（

（
（

、駐
日
公
使
李
盛
鐸
が
上
奏
し
た
。
一
九
〇
五
年
の『
時
報
』は
、

李
盛
鐸
は
次
の
よ
う
に
上
奏
し
た
と
報
じ
て
い
る（

（
（

。

思
い
ま
す
に
、
国
体
や
政
体
に
は
所
謂
、
君
主
・
民
主
の
分
別
が

あ
り
ま
す
が
、
其
の
変
遷
・
沿
革
は
百
折
千
回
を
経
て
、
必
ず
立

憲
に
帰
依
し
た
後
に
根
底
が
定
ま
っ
て
い
ま
す
。
…
…
毅
然
決
然
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（

と
、
ま
ず
は
立
憲
の
意
を
宣
布
し
て
、
明
ら
か
に
国
是
を
定
め
る

べ
き
で
す
。

　
李
盛
鐸
は
、
張
之
洞
に
こ
れ
の
奏
稿
を
送
っ
て
い
る
。
張
之
洞
は
十

月
十
四
日
に
返
信
し
、「
皆
が
変
法
と
言
う
が
、
国
体
を
述
べ
る
の
は

こ
れ
の
み
で
あ
る
。
本
を
知
る
言
で
あ
り
、
時
勢
に
通
じ
た
も
の
で
あ

り
、
自
強
の
基
で
あ
る
と
言
う
に
十
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

一
九
〇
二
年
一
月
十
日
、
張
之
洞
が
新
政
担
当
者
に
推
薦
し
た
十
二
名

に
は
李
盛
鐸
も
含
ま
れ
て
い
た（

（（
（

。
李
盛
鐸
の
上
奏
は
、
政
治
制
度
改
革

の
構
想
を
具
体
的
に
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
憲
法
制
定
の
意

志
表
示
を
す
る
べ
き
と
し
た
、
李
盛
鐸
の
「
立
憲
」
案
に
、
張
之
洞
は

賛
同
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
九
〇
四
年
四
月
二
二
日
、
前
月
ま
で
「
奏
定
学
堂
章
程
」
作
成
の

た
め
に
北
京
に
あ
っ
た
張
之
洞
の
代
理
と
し
て
湖
広
総
督
を
務
め
て
い

た
端
方
の
も
と
に
、
駐
仏
公
使
孫
宝
琦
よ
り
「
私
は
再
び
政
務
処
に
上

書
し
、
立
憲
政
体
を
定
め
、
広
く
議
会
を
開
く
よ
う
要
請
す
る
。
…
…

私
の
兄
上
〔
端
方
〕
が
張
之
洞
公
と
結
ん
で
立
憲
の
意
を
会
奏
し
上
陳

す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
聖
裁
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
電

文
が
届
い
た（

（1
（

。
こ
れ
に
応
じ
た
端
方
の
動
き
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、五
月
、張
之
洞
は
両
江
総
督
魏
光
燾
と
と
も
に
、張
謇
に
「
請

立
憲
奏
稿
」
の
作
成
を
依
頼
し
た（

（1
（

。
張
騫
が
、
湯
寿
潜
・
趙
鳳
昌
ら
数

名
と
と
も
に
奏
稿
を
作
成
す
る
と（

（1
（

、張
之
洞
は
上
奏
す
る
べ
き
か
否
か
、

直
隷
総
督
袁
世
凱
の
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
袁
世
凱
の
返

答
は
、時
期
を
待
つ
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
り
、上
奏
に
は
至
ら
な
か
っ

た（
（1
（

。
奏
稿
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

今
地
球
の
万
国
の
政
体
に
君
主
民
主
の
違
い
が
あ
れ
ど
も
、
其
の

主
義
は
均
し
く
憲
法
に
帰
す
の
で
す
。
各
国
の
憲
法
に
違
い
が
あ

れ
ど
も
、
其
の
宗
旨
は
均
し
く
国
を
利
す
る
に
帰
す
の
で
す
。

…
…
欧
米
各
国
を
見
ま
す
と
、
大
小
が
交
錯
し
て
立
ち
、
強
弱
に

大
差
が
あ
り
ま
す
。
小
国
皆
が
自
ら
其
の
政
策
を
行
い
、
大
国
が

そ
の
野
心
を
敢
え
て
強
く
逞
し
く
し
な
い
の
は
、
実
に
憲
法
に
頼

り
民
心
を
固
く
結
び
維
持
し
て
い
る
た
め
で
す
。
日
露
の
近
事
を

観
る
に
最
も
明
ら
か
な
の
は
、
憲
法
を
行
え
ば
極
め
て
小
さ
く
極

め
て
弱
い
国
で
あ
っ
て
も
、
存
続
を
図
り
自
立
す
る
に
足
る
と
い

う
こ
と
で
す
。…
…
臣
ら
が
各
国
の
政
史
を
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
、

其
の
最
善
に
し
て
久
し
く
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
憲
法
に
し

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
現
在
時
機
は
す
で
に
迫
っ
て
お
り
、
も

し
も
日
露
の
戦
事
が
終
結
す
る
の
を
俟
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
万
が

一
外
人
が
改
革
の
事
に
干
与
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　「
請
立
憲
奏
稿
」
は
、
憲
法
制
定
は
世
界
の
通
例
で
あ
り
、
憲
法
制

定
に
よ
り
民
が
団
結
し
た
な
ら
ば
、
列
強
も
簡
単
に
手
出
し
は
で
き
な

い
な
ど
と
、
他
国
の
例
を
示
し
な
が
ら
そ
の
利
点
を
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。こ
こ
で
も
具
体
的
な
改
革
案
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。張
謇
は
、「
語

は
婉
曲
で
、
気
構
え
も
ま
た
し
り
込
み
し
た
も
の
で
、
林
紹
年
に
及
ば

な
い
」
と
、
奏
稿
の
出
来
を
評
し
て
い
る（

（1
（

。
張
謇
は
五
月
二
七
日
、
一

月
二
十
日
の
雲
南
巡
撫
林
紹
年
と
雲
貴
総
督
丁
振
鐸
の
連
名
上
奏
、「
請

変
法
之
電
奏
」
を
魏
光
燾
よ
り
見
せ
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
林
紹
年
ら
は
次
の

よ
う
に
上
奏
し
て
い
る（

（1
（

。

各
国
が
我
々
を
軽
ん
じ
る
。
な
お
か
つ
日
本
が
自
ら
の
計
画
を
開
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と
、
ま
ず
は
立
憲
の
意
を
宣
布
し
て
、
明
ら
か
に
国
是
を
定
め
る

べ
き
で
す
。

　
李
盛
鐸
は
、
張
之
洞
に
こ
れ
の
奏
稿
を
送
っ
て
い
る
。
張
之
洞
は
十

月
十
四
日
に
返
信
し
、「
皆
が
変
法
と
言
う
が
、
国
体
を
述
べ
る
の
は

こ
れ
の
み
で
あ
る
。
本
を
知
る
言
で
あ
り
、
時
勢
に
通
じ
た
も
の
で
あ

り
、
自
強
の
基
で
あ
る
と
言
う
に
十
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

一
九
〇
二
年
一
月
十
日
、
張
之
洞
が
新
政
担
当
者
に
推
薦
し
た
十
二
名

に
は
李
盛
鐸
も
含
ま
れ
て
い
た（

（（
（

。
李
盛
鐸
の
上
奏
は
、
政
治
制
度
改
革

の
構
想
を
具
体
的
に
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
憲
法
制
定
の
意

志
表
示
を
す
る
べ
き
と
し
た
、
李
盛
鐸
の
「
立
憲
」
案
に
、
張
之
洞
は

賛
同
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
九
〇
四
年
四
月
二
二
日
、
前
月
ま
で
「
奏
定
学
堂
章
程
」
作
成
の

た
め
に
北
京
に
あ
っ
た
張
之
洞
の
代
理
と
し
て
湖
広
総
督
を
務
め
て
い

た
端
方
の
も
と
に
、
駐
仏
公
使
孫
宝
琦
よ
り
「
私
は
再
び
政
務
処
に
上

書
し
、
立
憲
政
体
を
定
め
、
広
く
議
会
を
開
く
よ
う
要
請
す
る
。
…
…

私
の
兄
上
〔
端
方
〕
が
張
之
洞
公
と
結
ん
で
立
憲
の
意
を
会
奏
し
上
陳

す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
聖
裁
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
電

文
が
届
い
た（

（1
（

。
こ
れ
に
応
じ
た
端
方
の
動
き
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、五
月
、張
之
洞
は
両
江
総
督
魏
光
燾
と
と
も
に
、張
謇
に
「
請

立
憲
奏
稿
」
の
作
成
を
依
頼
し
た（

（1
（

。
張
騫
が
、
湯
寿
潜
・
趙
鳳
昌
ら
数

名
と
と
も
に
奏
稿
を
作
成
す
る
と（

（1
（

、張
之
洞
は
上
奏
す
る
べ
き
か
否
か
、

直
隷
総
督
袁
世
凱
の
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
袁
世
凱
の
返

答
は
、時
期
を
待
つ
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
り
、上
奏
に
は
至
ら
な
か
っ

た（
（1
（

。
奏
稿
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

今
地
球
の
万
国
の
政
体
に
君
主
民
主
の
違
い
が
あ
れ
ど
も
、
其
の

主
義
は
均
し
く
憲
法
に
帰
す
の
で
す
。
各
国
の
憲
法
に
違
い
が
あ

れ
ど
も
、
其
の
宗
旨
は
均
し
く
国
を
利
す
る
に
帰
す
の
で
す
。

…
…
欧
米
各
国
を
見
ま
す
と
、
大
小
が
交
錯
し
て
立
ち
、
強
弱
に

大
差
が
あ
り
ま
す
。
小
国
皆
が
自
ら
其
の
政
策
を
行
い
、
大
国
が

そ
の
野
心
を
敢
え
て
強
く
逞
し
く
し
な
い
の
は
、
実
に
憲
法
に
頼

り
民
心
を
固
く
結
び
維
持
し
て
い
る
た
め
で
す
。
日
露
の
近
事
を

観
る
に
最
も
明
ら
か
な
の
は
、
憲
法
を
行
え
ば
極
め
て
小
さ
く
極

め
て
弱
い
国
で
あ
っ
て
も
、
存
続
を
図
り
自
立
す
る
に
足
る
と
い

う
こ
と
で
す
。…
…
臣
ら
が
各
国
の
政
史
を
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
、

其
の
最
善
に
し
て
久
し
く
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
憲
法
に
し

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
現
在
時
機
は
す
で
に
迫
っ
て
お
り
、
も

し
も
日
露
の
戦
事
が
終
結
す
る
の
を
俟
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
万
が

一
外
人
が
改
革
の
事
に
干
与
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　「
請
立
憲
奏
稿
」
は
、
憲
法
制
定
は
世
界
の
通
例
で
あ
り
、
憲
法
制

定
に
よ
り
民
が
団
結
し
た
な
ら
ば
、
列
強
も
簡
単
に
手
出
し
は
で
き
な

い
な
ど
と
、
他
国
の
例
を
示
し
な
が
ら
そ
の
利
点
を
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。こ
こ
で
も
具
体
的
な
改
革
案
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。張
謇
は
、「
語

は
婉
曲
で
、
気
構
え
も
ま
た
し
り
込
み
し
た
も
の
で
、
林
紹
年
に
及
ば

な
い
」
と
、
奏
稿
の
出
来
を
評
し
て
い
る（

（1
（

。
張
謇
は
五
月
二
七
日
、
一

月
二
十
日
の
雲
南
巡
撫
林
紹
年
と
雲
貴
総
督
丁
振
鐸
の
連
名
上
奏
、「
請

変
法
之
電
奏
」
を
魏
光
燾
よ
り
見
せ
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
林
紹
年
ら
は
次
の

よ
う
に
上
奏
し
て
い
る（

（1
（

。

各
国
が
我
々
を
軽
ん
じ
る
。
な
お
か
つ
日
本
が
自
ら
の
計
画
を
開
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始
す
る
に
、
正
義
に
基
づ
く
公
正
な
主
張
と
し
て
遇
さ
れ
る
。
ロ

シ
ア
が
我
々
に
主
権
を
帰
さ
な
い
。
何
故
で
し
ょ
う
か
。
政
治
が

各
国
と
違
う
た
め
で
す
。
…
…
今
の
計
と
し
て
推
し
量
る
は
、
た

だ
急
ぎ
上
諭
を
発
布
し
、
以
前
の
非
を
改
め
る
と
誓
う
こ
と
の
み

で
す
。
外
部
王
大
臣
に
命
じ
て
各
国
公
使
に
広
く
知
ら
し
め
、
在

外
公
使
に
命
じ
て
、
中
国
は
今
後
一
切
、
即
改
革
を
徹
底
的
に
行

う
と
各
国
政
府
に
迅
速
に
告
げ
さ
せ
る
の
み
で
す
。
…
…
日
露
の

事
が
平
定
し
た
な
ら
ば
、
日
本
の
変
法
の
効
果
は
こ
の
よ
う
で
あ

る
と
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。
我
ら
が
未
だ
変
法
し
て
い
な
い

不
幸
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
も
で
す
。

　
こ
れ
も
具
体
的
な
改
革
案
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
張
謇

が
こ
れ
を
「
請
変
法
之
電
奏
」
と
称
す
る
通
り
、
林
紹
年
ら
の
上
奏
に

は
「
憲
法
」
や
「
立
憲
」
と
い
っ
た
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
張
謇
が
「
し

り
込
み
し
た
」
と
す
る
の
は
、「
請
立
憲
奏
稿
」
が
断
固
改
革
を
迫
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
気
構
え
」
を
指
し
て
い
る
。
李
盛
鐸
の
上
奏
、

張
謇
ら
の
奏
稿
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
立
憲
」
と
は
「
憲
法
制
定
の

宣
言
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
改
革
の
実
施
を
訴
え
る
手
段
で
あ
り
、
決
然

と
「
立
憲
」
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、「
変
法
」
の
訴
え

よ
り
も
「
し
り
込
み
」
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
張
之
洞
が
李
盛
鐸
の
上
奏
に
、「
国
体
を
述
べ
る
」
重
要

性
を
見
出
し
た
よ
う
に
、「
皆
が
変
法
と
言
う
」
の
み
で
は
政
治
制
度

改
革
の
進
展
は
望
め
な
い
。
こ
の
時
期
よ
り
、改
革
の
訴
え
は
「
立
憲
」

を
「
変
法
」
に
代
わ
る
旗
印
と
し
て
い
く
。「
請
立
憲
奏
稿
」
の
上
奏

が
見
送
ら
れ
た
の
と
同
時
期
、
孫
宝
琦
は
端
方
に
宣
言
し
た
通
り
、「
陛

下
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
は
、
英
独
日
の
制
に
倣
い
、
立
憲
政
体
国
と

為
す
と
定
め
、
ま
ず
は
中
外
に
宣
言
し
て
民
心
を
団
結
し
、
国
家
の
根

本
を
保
全
す
る
こ
と
で
す
」
と
上
奏
し
た（

11
（

。
九
月
、
林
紹
年
が
「
中
国

は
必
ず
変
法
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
自
立
に
足
り
ま
す
。
今
、
東
三

省
を
収
回
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
尤
も
必
要
な
の
は
ま
ず
変
法
の
計
を

定
め
る
こ
と
で
す
。
…
…
最
も
重
要
な
の
は
、
い
か
ん
せ
ん
専
制
を
改

め
憲
法
を
立
て
る
こ
と
で
す
」
と
上
奏
し
た（

1（
（

。
翌
一
九
〇
五
年
二
月
に

は
、
駐
日
公
使
楊
枢
が
、「
ま
ず
定
め
て
立
憲
の
国
と
為
す
よ
う
命
じ

る
と
宣
誓
し
、
然
る
後
、
議
会
を
開
き
、
公
論
で
一
切
の
変
法
の
事
を

決
し
、
皆
立
憲
政
体
に
依
り
行
っ
た
」
日
本
の
例
を
述
べ
、「
も
し
変

法
の
大
綱
を
議
す
る
な
ら
ば
、日
本
に
倣
う
べ
き
だ
と
推
し
量
り
ま
す
」

と
上
奏
し
た（

11
（

。

　
日
本
に
倣
う
べ
き
と
す
る
の
は
、
李
盛
鐸
の
上
奏
、
張
謇
ら
の
奏
稿

も
同
様
で
あ
っ
た
。
李
盛
鐸
は
、「
特
辦
政
務
王
大
臣
に
命
じ
て
各
国

の
憲
法
を
参
考
と
さ
せ
る
」
よ
う
述
べ
、「
日
本
の
維
新
の
初
め
は
側

近
を
遊
歴
に
派
遣
し
た
」
例
を
挙
げ
、「
多
数
の
事
務
の
人
員
を
そ
れ

ぞ
れ
各
国
の
調
査
に
派
遣
さ
せ
る
」
よ
う
上
奏
し
て
い
た（

11
（

。「
請
立
憲

奏
稿
」
で
は
、「
ま
ず
は
定
め
て
大
清
憲
法
帝
国
と
為
す
と
天
下
に
宣

布
し
、
一
面
で
は
王
大
臣
を
各
国
へ
遊
歴
に
派
遣
し
、
憲
法
を
考
察
」

す
る
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
た（

11
（

。

　
楊
枢
の
上
奏
は
、「
憲
法
制
定
を
宣
言
」
し
た
後
の
「
議
会
の
開
設
」。

李
盛
鐸
の
上
奏
と
張
謇
ら
の
奏
稿
は
、「
憲
法
制
定
を
宣
言
」
し
た
後

の「
海
外
政
治
視
察
団
の
派
遣
」。い
ず
れ
も
日
本
に
倣
う
と
す
る
の
は
、

改
革
の
内
容
で
は
な
く
、「
手
順
」で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
初
頭
ま
で
に
、
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在
外
公
使
、
地
方
大
官
、
そ
の
幕
僚
ら
の
間
に
、
こ
う
し
た
改
革
実
施

の
「
手
順
」
が
、「
立
憲
」
構
想
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

　地
方
大
官
に
よ
る
「
立
憲
」
上
奏
の
報
道

　
こ
う
し
て
、言
わ
ば
改
革
を
訴
え
る
標
語
は
、「
変
法
」
か
ら
「
立
憲
」

に
変
わ
り
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
、
一
九
〇
五
年
の
海
外
政

治
視
察
団
派
遣
決
定
ま
で
の
「
立
憲
」
の
展
開
に
は
定
説
が
あ
る
。
そ

の
基
と
さ
れ
る
の
は
次
に
挙
げ
る
数
件
の
報
道
で
あ
る
。
一
九
〇
七
年

一
月
（
光
緒
三
二
年
十
二
月
）
発
刊
の
『
東
方
雑
誌
』
臨
時
増
刊
号
、『
憲

政
初
綱
』
に
は
、「
中
国
立
憲
之
起
源
」
と
題
す
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る（

11
（

。甲
辰
〔
一
九
〇
四
年
〕
に
日
露
戦
争
が
起
き
る
に
及
び
、
識
者
が

皆
説
を
為
し
て
言
う
に
は
、
此
れ
は
日
露
の
戦
で
は
な
く
立
憲
と

専
制
の
二
政
体
の
戦
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
…
…
立
憲
の
議

を
主
張
す
る
者
は
次
第
に
多
く
な
り
、
時
に
フ
ラ
ン
ス
公
使
を
奉

じ
て
い
た
孫
宝
琦
が
ま
ず
政
体
を
改
め
る
よ
う
要
請
し
た
。
両
江

総
督
周
馥
、
湖
広
総
督
張
之
洞
、
両
広
総
督
岑
春
煊
の
地
方
大
官

も
ま
た
立
憲
の
発
言
を
し
た
。
重
臣
や
皇
族
に
も
僅
か
な
が
ら
そ

れ
を
持
説
と
す
る
者
が
い
た
。
乙
巳
六
月
〔
一
九
〇
五
年
七
月
〕、

直
隷
総
督
袁
世
凱
は
皇
族
を
選
抜
し
て
各
国
に
派
遣
し
、
政
治
を

視
察
さ
せ
て
改
革
の
手
本
と
す
る
よ
う
奏
請
し
た
。
朝
廷
は
こ
の

旨
を
応
諾
し
、
載
沢
・
戴
鴻
慈
・
徐
世
昌
・
端
方
の
四
名
を
各
国

の
遊
歴
に
特
派
し
、
政
治
を
考
究
し
て
従
う
に
善
き
も
の
を
択
ぶ

に
期
す
と
し
た
。

　
こ
の
前
月
、
一
九
〇
六
年
十
二
月
十
六
日
に
発
刊
さ
れ
た
『
憲
政
雑

誌
』
の
「
五
大
臣
各
国
考
察
政
治
」
と
題
す
記
事
に
、
ほ
ぼ
同
内
容
の

記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、孫
宝
琦
が
「
立
憲
政
体
の
利
」
を
詳
言
し
、

周
馥
・
張
之
洞
・
岑
春
煊
も
発
言
し
、
袁
世
凱
が
「
憲
法
の
考
究
」
に

皇
族
・
大
臣
を
派
遣
す
る
よ
う
奏
請
し
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
続
く
「
宣
布
預

備
立
憲
」
と
題
す
記
事
の
「
議
行
立
憲
之
原
始
」
の
項
に
は
、「
五
月

三
十
日
〔
一
九
〇
五
年
七
月
二
日
〕
に
袁
世
凱
・
張
之
洞
・
周
馥
」
が

「
立
憲
」
を
上
奏
し
、「
六
月
二
十
日
〔
一
九
〇
五
年
七
月
二
二
日
〕
に

袁
世
凱
」
が
「
各
国
の
憲
法
を
考
究
」
す
る
よ
う
奏
請
し
た
と
あ
る（

11
（

。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
七
月
二
日
に
袁
世
凱
・
張
之
洞
・
周
馥
に
よ

る
連
名
で
の
「
立
憲
」
上
奏
が
あ
り
、
同
時
期
に
周
馥
・
張
之
洞
・
岑

春
煊
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
「
立
憲
」
の
発
言
を
し
、
七
月
二
二
日
に
袁

世
凱
が
「
政
治
」
も
し
く
は
「
憲
法
」
視
察
団
の
派
遣
を
上
奏
し
た
こ

と
で
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
り
、こ
の
一
連
の
動
き
が「
立

憲
之
起
源
」「
立
憲
之
原
始
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

視
察
団
派
遣
の
上
諭
は
七
月
十
六
日
に
下
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
袁

世
凱
の
上
奏
は
そ
の
後
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
周
馥
・
張
之
洞
・
袁
世
凱
の
会
奏
が
あ
っ
た
と
す
る
「
七
月
二
日
」 

は
、『
時
報
』
が
三
総
督
の
連
名
上
奏
が
あ
っ
た
と
報
道
し
た
日
付
で

あ
る（

11
（

。
報
道
は
、六
月
二
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
「
袁
世
凱
、

張
之
洞
、
周
馥
の
三
総
督
よ
り
今
よ
り
十
二
年
を
期
し
立
憲
政
体
に
変

ず
べ
し
と
の
奏
議
出
で
た
り
、
其
内
容
は
未
だ
審
な
ら
ず（

11
（

」
の
翻
訳
で

あ
っ
た
。
同
様
に
、
袁
世
凱
が
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
を
上
奏
し
た
と

さ
れ
る
「
七
月
二
二
日
」
も
『
時
報
』
が
袁
世
凱
の
上
奏
を
報
道
し
た
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（

在
外
公
使
、
地
方
大
官
、
そ
の
幕
僚
ら
の
間
に
、
こ
う
し
た
改
革
実
施

の
「
手
順
」
が
、「
立
憲
」
構
想
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

　地
方
大
官
に
よ
る
「
立
憲
」
上
奏
の
報
道

　
こ
う
し
て
、言
わ
ば
改
革
を
訴
え
る
標
語
は
、「
変
法
」
か
ら
「
立
憲
」

に
変
わ
り
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
、
一
九
〇
五
年
の
海
外
政

治
視
察
団
派
遣
決
定
ま
で
の
「
立
憲
」
の
展
開
に
は
定
説
が
あ
る
。
そ

の
基
と
さ
れ
る
の
は
次
に
挙
げ
る
数
件
の
報
道
で
あ
る
。
一
九
〇
七
年

一
月
（
光
緒
三
二
年
十
二
月
）
発
刊
の
『
東
方
雑
誌
』
臨
時
増
刊
号
、『
憲

政
初
綱
』
に
は
、「
中
国
立
憲
之
起
源
」
と
題
す
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る（

11
（

。甲
辰
〔
一
九
〇
四
年
〕
に
日
露
戦
争
が
起
き
る
に
及
び
、
識
者
が

皆
説
を
為
し
て
言
う
に
は
、
此
れ
は
日
露
の
戦
で
は
な
く
立
憲
と

専
制
の
二
政
体
の
戦
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
…
…
立
憲
の
議

を
主
張
す
る
者
は
次
第
に
多
く
な
り
、
時
に
フ
ラ
ン
ス
公
使
を
奉

じ
て
い
た
孫
宝
琦
が
ま
ず
政
体
を
改
め
る
よ
う
要
請
し
た
。
両
江

総
督
周
馥
、
湖
広
総
督
張
之
洞
、
両
広
総
督
岑
春
煊
の
地
方
大
官

も
ま
た
立
憲
の
発
言
を
し
た
。
重
臣
や
皇
族
に
も
僅
か
な
が
ら
そ

れ
を
持
説
と
す
る
者
が
い
た
。
乙
巳
六
月
〔
一
九
〇
五
年
七
月
〕、

直
隷
総
督
袁
世
凱
は
皇
族
を
選
抜
し
て
各
国
に
派
遣
し
、
政
治
を

視
察
さ
せ
て
改
革
の
手
本
と
す
る
よ
う
奏
請
し
た
。
朝
廷
は
こ
の

旨
を
応
諾
し
、
載
沢
・
戴
鴻
慈
・
徐
世
昌
・
端
方
の
四
名
を
各
国

の
遊
歴
に
特
派
し
、
政
治
を
考
究
し
て
従
う
に
善
き
も
の
を
択
ぶ

に
期
す
と
し
た
。

　
こ
の
前
月
、
一
九
〇
六
年
十
二
月
十
六
日
に
発
刊
さ
れ
た
『
憲
政
雑

誌
』
の
「
五
大
臣
各
国
考
察
政
治
」
と
題
す
記
事
に
、
ほ
ぼ
同
内
容
の

記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、孫
宝
琦
が
「
立
憲
政
体
の
利
」
を
詳
言
し
、

周
馥
・
張
之
洞
・
岑
春
煊
も
発
言
し
、
袁
世
凱
が
「
憲
法
の
考
究
」
に

皇
族
・
大
臣
を
派
遣
す
る
よ
う
奏
請
し
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
続
く
「
宣
布
預

備
立
憲
」
と
題
す
記
事
の
「
議
行
立
憲
之
原
始
」
の
項
に
は
、「
五
月

三
十
日
〔
一
九
〇
五
年
七
月
二
日
〕
に
袁
世
凱
・
張
之
洞
・
周
馥
」
が

「
立
憲
」
を
上
奏
し
、「
六
月
二
十
日
〔
一
九
〇
五
年
七
月
二
二
日
〕
に

袁
世
凱
」
が
「
各
国
の
憲
法
を
考
究
」
す
る
よ
う
奏
請
し
た
と
あ
る（

11
（

。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
七
月
二
日
に
袁
世
凱
・
張
之
洞
・
周
馥
に
よ

る
連
名
で
の
「
立
憲
」
上
奏
が
あ
り
、
同
時
期
に
周
馥
・
張
之
洞
・
岑

春
煊
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
「
立
憲
」
の
発
言
を
し
、
七
月
二
二
日
に
袁

世
凱
が
「
政
治
」
も
し
く
は
「
憲
法
」
視
察
団
の
派
遣
を
上
奏
し
た
こ

と
で
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
り
、こ
の
一
連
の
動
き
が「
立

憲
之
起
源
」「
立
憲
之
原
始
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

視
察
団
派
遣
の
上
諭
は
七
月
十
六
日
に
下
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
袁

世
凱
の
上
奏
は
そ
の
後
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
周
馥
・
張
之
洞
・
袁
世
凱
の
会
奏
が
あ
っ
た
と
す
る
「
七
月
二
日
」 

は
、『
時
報
』
が
三
総
督
の
連
名
上
奏
が
あ
っ
た
と
報
道
し
た
日
付
で

あ
る（

11
（

。
報
道
は
、六
月
二
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
「
袁
世
凱
、

張
之
洞
、
周
馥
の
三
総
督
よ
り
今
よ
り
十
二
年
を
期
し
立
憲
政
体
に
変

ず
べ
し
と
の
奏
議
出
で
た
り
、
其
内
容
は
未
だ
審
な
ら
ず（

11
（

」
の
翻
訳
で

あ
っ
た
。
同
様
に
、
袁
世
凱
が
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
を
上
奏
し
た
と

さ
れ
る
「
七
月
二
二
日
」
も
『
時
報
』
が
袁
世
凱
の
上
奏
を
報
道
し
た
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（

日
付
で
あ
る（

11
（

。『
時
報
』
は
、
十
九
日
の
北
京
電
と
し
て
「
直
隷
総
督

袁
世
凱
は
…
…
ま
た
自
強
を
図
ら
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
各
国
の
憲
法

を
考
究
し
、
臨
機
応
変
に
施
行
す
べ
し
と
上
奏
す
る
。
ま
た
北
京
の
各

官
員
も
ま
た
多
く
立
憲
の
利
を
條
陳
し
て
い
る
。
故
に
政
府
は
載
沢
・

端
方
・
戴
鴻
慈
・
徐
世
昌
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
各
国
に
赴
き
、
切
実
に
政
治

を
考
究
す
る
よ
う
命
じ
る
挙
動
が
有
る
」
と
報
じ
て
い
る（

1（
（

。

　
で
は
、
実
際
の
上
奏
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
周
馥
・
張
之

洞
・
袁
世
凱
の
会
奏
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
す
ら
確
認
で
き
な
い
。
袁

世
凱
は
、『
時
報
』
報
道
の
二
日
前
、
す
な
わ
ち
報
道
が
典
拠
と
す
る

北
京
電
の
翌
日
、
二
十
日
に
官
員
の
海
外
派
遣
を
上
奏
し
て
い
る（

11
（

。
た

だ
し
、
そ
の
内
容
は
報
道
と
は
異
な
り
、「
憲
法
の
考
究
」
も
「
立
憲
」

も
述
べ
て
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、十
月
二
三
日
刊
の『
東
方
雑
誌
』は
、

八
月
二
日
に
「
直
隷
総
督
袁
世
凱
が
立
憲
政
体
を
挙
行
す
る
よ
う
意
見

し
た
」
と
報
じ
て
い
る（

11
（

。
如
何
な
る
手
段
で
意
見
し
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
上
奏
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。

　
張
謇
は
こ
の
年
、
袁
世
凱
に
「
万
機
を
公
論
で
決
す
る
。
此
れ
は
対

外
へ
の
正
当
な
る
先
陣
で
あ
っ
て
、立
憲
に
お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
。

昨
年
、
あ
な
た
が
未
だ
其
の
時
に
至
ら
ず
と
言
っ
た
の
は
、
行
き
届
い

た
見
識
か
ら
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
今
、
外
に
日
露
の
前
途
を
推
し
量
る
に

…
…
ま
さ
に
そ
れ
を
や
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
書
き
送
っ
て

い
る（

11
（

。
書
簡
に
は
、
江
北
か
ら
上
海
に
至
っ
た
呉
保
初
に
書
信
を
託
し

た
、
と
あ
る
。
呉
保
初
『
北
山
楼
集
』
に
は
「
乙
巳
八
月
〔
一
九
〇
五

年
九
月
〕
に
上
海
に
行
き
つ
つ
作
成
し
た
」
詩
が
あ
り（

11
（

、
九
月
二
三
日

の
張
謇
の
日
記
に
「
呉
保
初
に
書
信
を
送
る
」
と
あ
る（

11
（

。
書
信
が
託
さ

れ
た
の
は
九
月
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
光
緒
三
一
年
十
一
月

（
一
九
〇
五
年
十
二
月
）の
張
謇
の
日
記
の
末
尾
に
は「
立
憲
近
況
記
略
」

と
題
し
た
文
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
袁
世
凱
も
ま
た
ど
ち
ら
つ
か
ず

で
は
っ
き
り
せ
ず〔「
立
憲
」の
可
否
に
つ
い
て
〕ど
ち
ら
も
よ
い
と
い
っ

た
有
様
で
あ
っ
た
」
と
あ
る（

11
（

。
続
き
、
九
月
二
四
日
の
視
察
団
出
発
日

の
爆
破
事
件
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
張
謇
の
認
識
で
は
、

少
な
く
と
も
呉
保
初
に
袁
世
凱
へ
の
書
信
を
託
し
た
九
月
二
三
日
ま

で
、
袁
世
凱
の
態
度
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
張

謇
が
袁
世
凱
に
「
立
憲
」
主
張
を
促
し
た
時
期
、
報
道
さ
れ
て
い
た
通

り
に
、
す
で
に
三
度
に
わ
た
っ
て
袁
世
凱
が
「
立
憲
」
を
上
奏
し
て
い

た
と
は
考
え
難
い（

11
（

。

　
周
馥
・
張
之
洞
・
岑
春
煊
の
「
立
憲
の
発
言
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
報
道
が
あ
る
。
周
馥
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、『
時
報
』
が
七
月

十
八
日
、「
両
江
総
督
周
馥
は
先
月
〔
六
月
〕
末
、
単
独
で
〔
張
之
洞
・

袁
世
凱
と
の
会
奏
に
〕
引
き
続
き
電
奏
し
、
立
憲
政
体
に
改
め
る
よ
う

要
請
し
た
」
と
報
じ
て
い
る（

11
（

。
周
馥
は
六
月
二
七
日
に
上
奏
し
て
い
る

が
、
内
容
は
報
道
と
異
な
り
、「
立
憲
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い（

1（
（

。

　
岑
春
煊
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、『
中
外
日
報
』
が
八
月
三
日
、「
岑
春

煊
は
先
月
〔
七
月
〕
初
旬
…
…
官
制
を
改
め
、
並
び
に
軍
政
と
財
政
の

整
頓
に
尽
力
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
ま
た
謂
う
に
は
、
自
強
を
図
ら
ん

と
欲
す
る
な
ら
ば
必
ず
ま
ず
は
変
法
、
変
法
を
欲
す
る
な
ら
ば
必
ず
ま

ず
は
政
体
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
こ
と
。
当
今
の
計
を
為

す
に
、
思
う
に
立
憲
の
挙
行
が
有
れ
ば
、
ま
さ
に
滅
亡
を
救
う
こ
と
が

で
き
る
、
と
述
べ
た
」
と
報
じ
て
い
る（

11
（

。
六
月
二
三
日
、
日
露
戦
後
処
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（

理
に
関
す
る
建
議
が
要
請
さ
れ
る
と（

11
（

、
二
六
日
、
駐
米
公
使
梁
誠
の
も

と
に
、岑
春
煊
よ
り
情
報
と
助
言
を
求
め
る
電
文
が
届
く（

11
（

。
七
月
三
日
、

梁
誠
は
「
東
三
省
の
主
権
を
回
復
し
た
と
し
て
も
広
く
通
商
を
開
か
な

け
れ
ば
、各
国
は
承
服
し
な
い
し
日
本
を
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

治
外
法
権
が
回
復
し
な
い
以
上
は
広
く
通
商
を
開
く
と
は
言
い
難
い
。

期
限
を
定
め
て
、
直
ち
に
東
西
の
政
法
に
倣
っ
て
民
と
共
に
や
り
直
す

と
宣
言
す
る
の
が
良
い
」
と
返
電
し
た（

11
（

。
九
日
、
岑
春
煊
よ
り
梁
誠
に

「
変
法
自
強
は
、
敬
服
、
感
服
、
偉
大
な
論
で
あ
り
、
切
に
奏
し
た
。

公
に
上
奏
し
得
る
の
は
各
国
の
変
政
の
効
果
を
詳
言
す
る
こ
と
で
あ

り
、
聴
く
耳
を
持
つ
よ
う
に
改
ま
っ
た
と
耳
に
し
た
な
ら
ば
ま
た
伝
え

る
」
と
電
文
が
届
い
て
い
る（

11
（

。
確
か
に
岑
春
煊
は
七
月
上
旬
に
上
奏
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、そ
の
日
付
や
内
容
は
確
認
で
き
な
い
。

梁
誠
と
の
や
り
取
り
を
見
る
に
、報
道
さ
れ
た
よ
う
な
政
体
変
更
や「
立

憲
」
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
張
之
洞
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、『
申
報
』
が
八
月
十
四
日
、「
先
月
〔
七

月
〕、
張
之
洞
公
は
立
憲
政
体
へ
と
改
め
る
よ
う
要
請
し
た
後
、
ま
た

多
項
目
を
條
陳
し
た
。
聞
く
に
上
奏
の
中
に
は
、
立
憲
の
実
行
を
希
望

す
る
と
述
べ
る
も
の
が
あ
り
…
…
」
と
報
じ
て
い
る（

11
（

。
張
之
洞
は
、
七

月
二
四
日
に
上
奏
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す

る
建
議
要
請
に
応
じ
、
当
面
策
一
案
と
善
後
策
五
案
を
述
べ
る
も
の
で

あ
り（

11
（

、
こ
れ
も
ま
た
、「
立
憲
」
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　「
立
憲
之
起
源
」
や
「
立
憲
之
原
始
」
と
さ
れ
る
、
地
方
大
官
に
よ

る
「
立
憲
」
上
奏
は
い
ず
れ
も
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い（

11
（

。
当
然
、

確
か
に
上
奏
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
報
道
と
そ
の
時
期
が
一

致
す
る
六
月
二
七
日
の
周
馥
、
七
月
二
十
日
の
袁
世
凱
、
七
月
二
四
日

の
張
之
洞
の
上
奏
も
、
報
道
さ
れ
た
も
の
と
は
全
く
別
の
上
奏
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
、
地
方
大
官
が
「
立
憲
」

を
訴
え
た
上
奏
が
た
だ
の
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
以
上
、
も
う
一
つ
の

可
能
性
、
つ
ま
り
、
改
革
や
変
法
の
訴
え
が
す
べ
て
「
立
憲
」
と
報
じ

ら
れ
て
い
た
可
能
性
に
基
づ
き
、
上
奏
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、「
立
憲
」、
す
な
わ
ち
「
憲
法
制
定
の
宣
言
」
を
促

す
主
張
は
、
改
革
の
実
施
を
訴
え
る
手
段
で
あ
り
、「
変
法
」
に
代
わ

る
改
革
主
張
の
旗
印
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
節

　地
方
大
官
の
改
革
構
想

　
袁
世
凱
の
上
奏
は
、
一
九
〇
五
年
七
月
の
視
察
団
派
遣
決
定
に
繋

が
っ
た
と
報
じ
ら
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
概
ね
こ
の
見
解
が
踏
襲

さ
れ
て
い
る（

11
（

。
袁
世
凱
は
、
す
で
に
一
九
〇
一
年
四
月
二
五
日
「
各
国

の
政
治
・
学
術
・
風
土
・
人
情
を
考
究
す
る
」
べ
く
「
王
公
」
の
派
遣

を
上
奏
し
て
い
る（

1（
（

。
同
年
七
月
二
十
日
、張
之
洞
ら
の
江
楚
会
奏
も「
国

勢
を
観
察
し
、
政
事
・
学
術
の
考
察
」
の
た
め
に
、「
王
公
大
臣
・
宗

室
の
後
進
、
大
官
子
弟
、
翰
林
院
・
詹
事
府
・
都
察
院
の
各
省
駐
派
員
、

六
部
属
官
各
項
の
京
官
」
の
遊
歴
派
遣
を
建
議
し
て
い
る（

11
（

。
一
九
〇
四

年
初
頭
、
魏
光
燾
・
岑
春
煊
・
端
方
の
地
方
大
官
と
呂
海
寰
・
盛
宣
懐

の
連
名
上
奏
で
は
、
日
露
開
戦
へ
の
対
応
策
と
し
て
「
新
政
の
考
究
」

を
名
目
に
大
臣
を
派
遣
す
る
案
が
述
べ
ら
れ（

11
（

、
一
九
〇
五
年
七
月
五
日

に
は
、
岑
春
煊
が
病
気
療
養
を
兼
ね
て
「
政
治
学
術
の
考
査
」
の
た
め

に
自
ら
遊
歴
に
赴
く
と
申
し
出
て
い
る（

11
（

。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
視
察
団
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（

理
に
関
す
る
建
議
が
要
請
さ
れ
る
と（

11
（

、
二
六
日
、
駐
米
公
使
梁
誠
の
も

と
に
、岑
春
煊
よ
り
情
報
と
助
言
を
求
め
る
電
文
が
届
く（

11
（

。
七
月
三
日
、

梁
誠
は
「
東
三
省
の
主
権
を
回
復
し
た
と
し
て
も
広
く
通
商
を
開
か
な

け
れ
ば
、各
国
は
承
服
し
な
い
し
日
本
を
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

治
外
法
権
が
回
復
し
な
い
以
上
は
広
く
通
商
を
開
く
と
は
言
い
難
い
。

期
限
を
定
め
て
、
直
ち
に
東
西
の
政
法
に
倣
っ
て
民
と
共
に
や
り
直
す

と
宣
言
す
る
の
が
良
い
」
と
返
電
し
た（

11
（

。
九
日
、
岑
春
煊
よ
り
梁
誠
に

「
変
法
自
強
は
、
敬
服
、
感
服
、
偉
大
な
論
で
あ
り
、
切
に
奏
し
た
。

公
に
上
奏
し
得
る
の
は
各
国
の
変
政
の
効
果
を
詳
言
す
る
こ
と
で
あ

り
、
聴
く
耳
を
持
つ
よ
う
に
改
ま
っ
た
と
耳
に
し
た
な
ら
ば
ま
た
伝
え

る
」
と
電
文
が
届
い
て
い
る（

11
（

。
確
か
に
岑
春
煊
は
七
月
上
旬
に
上
奏
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、そ
の
日
付
や
内
容
は
確
認
で
き
な
い
。

梁
誠
と
の
や
り
取
り
を
見
る
に
、報
道
さ
れ
た
よ
う
な
政
体
変
更
や「
立

憲
」
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
張
之
洞
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、『
申
報
』
が
八
月
十
四
日
、「
先
月
〔
七

月
〕、
張
之
洞
公
は
立
憲
政
体
へ
と
改
め
る
よ
う
要
請
し
た
後
、
ま
た

多
項
目
を
條
陳
し
た
。
聞
く
に
上
奏
の
中
に
は
、
立
憲
の
実
行
を
希
望

す
る
と
述
べ
る
も
の
が
あ
り
…
…
」
と
報
じ
て
い
る（

11
（

。
張
之
洞
は
、
七

月
二
四
日
に
上
奏
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す

る
建
議
要
請
に
応
じ
、
当
面
策
一
案
と
善
後
策
五
案
を
述
べ
る
も
の
で

あ
り（

11
（

、
こ
れ
も
ま
た
、「
立
憲
」
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　「
立
憲
之
起
源
」
や
「
立
憲
之
原
始
」
と
さ
れ
る
、
地
方
大
官
に
よ

る
「
立
憲
」
上
奏
は
い
ず
れ
も
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い（

11
（

。
当
然
、

確
か
に
上
奏
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
報
道
と
そ
の
時
期
が
一

致
す
る
六
月
二
七
日
の
周
馥
、
七
月
二
十
日
の
袁
世
凱
、
七
月
二
四
日

の
張
之
洞
の
上
奏
も
、
報
道
さ
れ
た
も
の
と
は
全
く
別
の
上
奏
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
、
地
方
大
官
が
「
立
憲
」

を
訴
え
た
上
奏
が
た
だ
の
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
以
上
、
も
う
一
つ
の

可
能
性
、
つ
ま
り
、
改
革
や
変
法
の
訴
え
が
す
べ
て
「
立
憲
」
と
報
じ

ら
れ
て
い
た
可
能
性
に
基
づ
き
、
上
奏
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、「
立
憲
」、
す
な
わ
ち
「
憲
法
制
定
の
宣
言
」
を
促

す
主
張
は
、
改
革
の
実
施
を
訴
え
る
手
段
で
あ
り
、「
変
法
」
に
代
わ

る
改
革
主
張
の
旗
印
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
節

　地
方
大
官
の
改
革
構
想

　
袁
世
凱
の
上
奏
は
、
一
九
〇
五
年
七
月
の
視
察
団
派
遣
決
定
に
繋

が
っ
た
と
報
じ
ら
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
概
ね
こ
の
見
解
が
踏
襲

さ
れ
て
い
る（

11
（

。
袁
世
凱
は
、
す
で
に
一
九
〇
一
年
四
月
二
五
日
「
各
国

の
政
治
・
学
術
・
風
土
・
人
情
を
考
究
す
る
」
べ
く
「
王
公
」
の
派
遣

を
上
奏
し
て
い
る（

1（
（

。
同
年
七
月
二
十
日
、張
之
洞
ら
の
江
楚
会
奏
も「
国

勢
を
観
察
し
、
政
事
・
学
術
の
考
察
」
の
た
め
に
、「
王
公
大
臣
・
宗

室
の
後
進
、
大
官
子
弟
、
翰
林
院
・
詹
事
府
・
都
察
院
の
各
省
駐
派
員
、

六
部
属
官
各
項
の
京
官
」
の
遊
歴
派
遣
を
建
議
し
て
い
る（

11
（

。
一
九
〇
四

年
初
頭
、
魏
光
燾
・
岑
春
煊
・
端
方
の
地
方
大
官
と
呂
海
寰
・
盛
宣
懐

の
連
名
上
奏
で
は
、
日
露
開
戦
へ
の
対
応
策
と
し
て
「
新
政
の
考
究
」

を
名
目
に
大
臣
を
派
遣
す
る
案
が
述
べ
ら
れ（

11
（

、
一
九
〇
五
年
七
月
五
日

に
は
、
岑
春
煊
が
病
気
療
養
を
兼
ね
て
「
政
治
学
術
の
考
査
」
の
た
め

に
自
ら
遊
歴
に
赴
く
と
申
し
出
て
い
る（

11
（

。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、
視
察
団

_史学研究303.indb   7 19/07/22   13:41



（

派
遣
を
今
後
の
改
革
の
参
考
と
す
る
よ
う
述
べ
て
は
い
る
が
、
視
察
内

容
を
反
映
す
べ
き
改
革
構
想
を
上
奏
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
張

之
洞
が
各
国
「
憲
法
」
調
査
を
建
議
し
た
李
盛
鐸
の
上
奏
を
評
価
し
な

が
ら
も
、「
王
大
臣
を
各
国
へ
遊
歴
に
派
遣
し
、
憲
法
を
考
察
」
す
る

よ
う
述
べ
た
「
請
立
憲
奏
稿
」
の
上
奏
を
、
袁
世
凱
と
と
も
に
見
送
っ

た
の
は
本
章
第
一
節
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
六
月
三
十

日
、
袁
世
凱
か
ら
張
之
洞
へ
の
電
文
に
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

庚
子
〔
一
九
〇
〇
年
〕
以
来
、
外
人
は
皆
、
我
々
に
変
法
自
強
を

望
み
、
朝
廷
も
ま
た
幾
度
の
詔
で
新
政
を
実
行
し
て
い
る
が
、
京

外
を
視
る
に
、
実
効
は
乏
し
い
。
外
人
は
よ
っ
て
益
々
、
我
ら
を

疑
い
、
我
ら
を
軽
視
し
て
い
る
。
…
…
王
公
・
大
臣
に
命
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
海
外
遊
歴
に
派
遣
し
、
ま
た
専
員
を
そ
れ
ぞ
れ
各
国
に
派

遣
し
、
各
項
の
専
門
政
治
を
調
査
さ
せ
、
採
用
し
模
倣
し
た
な
ら

ば
、
妨
害
を
阻
む
に
資
す
る
。
外
人
の
皆
に
、
我
ら
が
発
奮
し
て

修
改
せ
ん
こ
と
を
明
ら
か
に
知
ら
し
め
る
。

　
電
文
に
お
い
て
さ
え
、
未
だ
「
王
公
・
大
臣
」
の
海
外
派
遣
の
目
的

を
、
憲
法
視
察
や
「
立
憲
」
と
す
る
主
張
ど
こ
ろ
か
、
視
察
後
の
改
革

構
想
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
海
外
視
察
を
改
革
の
参
考
と
す
る
と
と

も
に
、
清
朝
の
改
革
意
志
を
表
明
す
る
手
段
に
す
る
と
述
べ
る
の
み
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
直
後
、
経
緯
は
ど
う
あ
れ
、
袁
世
凱
ら
地
方
大

官
の
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
構
想
は
実
現
し
た
。

　
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
っ
た
後
、
七
月
二
十
日
の
袁
世

凱
の
上
奏
は
、「
各
国
」
で
は
な
く
「
日
本
」
に
、「
皇
族
」
で
は
な
く

「
官
紳
」
の
派
遣
を
建
議
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
「
憲
法
」

調
査
で
は
な
く
、「
地
方
自
治
の
基
礎
」
の
構
築
と
述
べ
ら
れ
て
い

る（
11
（

。
袁
世
凱
は
、「
王
公
・
大
臣
」
の
政
治
視
察
決
定
を
受
け
、「
官
紳
」

の
政
治
視
察
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
初
め
て
視
察
後
の
改
革
方

針
案
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。「
地
方
自
治
」
の
実
施
を
改
革
の
方
針
に

掲
げ
た
の
は
周
馥
も
同
様
で
あ
っ
た
。「
立
憲
政
体
に
改
め
る
よ
う
要

請
し
た
」
と
報
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
六
月
二
七
日
の
周
馥
の
上
奏

は（
11
（

、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要
請
に
応
じ
、「
地
方
自
治
の
基

礎（
11
（

」
の
構
築
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
四
日
の
張
之
洞
の
上
奏
も
、
視
察
団
の
派
遣
を
前
提
と
し
た
今
後

の
改
革
方
針
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
張
之
洞
は
「
一
に
曰
く
、〔
東

三
省
の
〕
あ
ら
ゆ
る
地
の
開
放
」
と
し
て
、「
以
前
、
ロ
シ
ア
が
東
三

省
を
占
拠
し
て
い
た
時
に
日
本
人
が
我
ら
に
強
く
勧
め
た
、
あ
ら
ゆ
る

地
を
〔
諸
外
国
に
〕
開
放
す
る
こ
と
で
ロ
シ
ア
を
抑
え
る
策
の
調
査
」

を
提
案
し
、「
こ
の
度
の
遊
歴
で
外
国
に
至
る
大
臣
に
、
中
国
の
情
況

に
於
い
て
〔
東
三
省
の
開
放
を
〕
行
う
こ
と
の
弊
害
が
無
い
か
詳
細
な

調
査
を
命
じ
る
」
よ
う
建
議
し
た
。
続
き
、「
二
に
曰
く
、
変
法
。
こ

の
後
、
東
三
省
の
官
制
、
政
治
、
法
律
は
必
ず
旧
習
を
取
り
除
き
、
時

宜
に
か
な
う
適
当
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
保
安
が
可
能
と

な
り
ま
す
。
且
つ
各
国
が
雑
居
す
る
な
ら
ば
、
西
法
を
採
用
し
、
外
国

顧
問
官
を
参
与
さ
せ
て
用
い
な
け
れ
ば
、
統
御
す
る
こ
と
は
断
じ
て
難

し
い
で
し
ょ
う
。
東
西
洋
の
人
を
参
与
さ
せ
用
い
ま
す
が
、
日
本
人
は

差
し
支
え
が
な
く
、
や
や
多
く
あ
る
べ
き
で
す
」
と
、
東
三
省
統
治
を

通
じ
た
地
方
政
治
の
改
革
案
を
述
べ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
時
期
、「
立
憲
」

を
牽
引
し
た
と
さ
れ
る
地
方
大
官
の
上
奏
は
、
東
三
省
に
お
け
る
「
変

_史学研究303.indb   8 19/07/22   13:41

　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

（

法
」
の
実
施
、
或
い
は
「
地
方
自
治
の
基
礎
」
の
構
築
で
あ
り
、
そ
れ

ら
に
向
け
て
海
外
の
政
治
を
調
査
す
る
よ
う
建
議
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章

　海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
目
的

第
一
節

　海
外
政
治
視
察
団
派
遣
決
定
ま
で
の
経
緯

　
張
之
洞
は
一
九
〇
一
年
、「
憲
法
制
定
の
宣
言
」を
促
す
李
盛
鐸
の「
立

憲
」
上
奏
を
評
価
し
、「
政
体
変
更
」
を
訴
え
る
意
義
を
認
め
て
い
た
。

一
九
〇
四
年
に
は
、張
謇
ら
に
「
請
立
憲
奏
稿
」
の
作
成
を
要
請
し
た
。

し
か
し
、
張
之
洞
も
袁
世
凱
も
「
立
憲
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
及
び

腰
で
、上
奏
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
張
謇
は
、こ
の
時
期
「
立

憲
」
に
つ
い
て
張
之
洞
と
議
論
し
た
印
象
を
、「
其
の
論
は
明
快
だ
が
、

気
概
は
こ
と
さ
ら
怯
ん
だ
も
の
」
と
記
し
て
い
る（

11
（

。

　
定
説
で
は
翌
一
九
〇
五
年
、
張
之
洞
や
袁
世
凱
ら
の
総
督
は
一
転
、

敢
然
と
「
立
憲
」
を
上
奏
し
、「
立
憲
」
を
牽
引
し
た
と
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
前
章
に
見
た
よ
う
に
、
張
之
洞
ら
総
督
は
「
立
憲
」
で

は
な
く
「
変
法
」、特
に
「
地
方
自
治
」
の
構
想
を
上
奏
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
「
立
憲
」
の
発
言
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
立
憲
」
の
語
を
、
改
革
を
訴
え
る
標
語
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

「
変
法
」
も
「
立
憲
」
も
目
的
は
同
じ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
問
題
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
張
之
洞
ら
総
督
が
「
憲
法
制
定
の
宣

言
」
や
「
政
体
変
更
」
を
述
べ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
海
外
政
治
視
察

団
の
出
発
前
、「
立
憲
」
が
視
察
目
的
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
視
察
団
派
遣
決
定
の
経
緯
に
つ
い

て
も
、袁
世
凱
の
上
奏
と
は
別
の
理
由
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
時
期
、
清
朝
政
府
は
日
露
戦
争
講
和
会
議
へ
の
参
加
を
目
論
ん

で
い
た
。
七
月
一
日
付
の
駐
清
ア
メ
リ
カ
公
使
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
か
ら
ワ
シ

ン
ト
ン
へ
の
報
告
に
は
、
一
週
間
前
、
軍
機
大
臣
慶
親
王
よ
り
日
露
戦

争
講
和
会
議
参
加
の
打
診
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
、
さ

ら
に
袁
世
凱
に
講
和
会
議
参
加
反
対
を
確
認
す
る
電
話
を
し
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る（

1（
（

。
六
月
中
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
頼
り
と
し
た
講
和
会

議
参
加
の
可
能
性
は
断
た
れ
て
お
り
、袁
世
凱
は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、

視
察
団
派
遣
決
定
後
の
七
月
二
十
日
、
日
本
に
官
紳
を
派
遣
し
て
地
方

自
治
実
施
の
準
備
と
す
る
よ
う
上
奏
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
七
月
一
日
、
駐
清
日
本
公
使
内
田
康
哉
は
、
ロ
シ
ア
の
勧
告
に
よ
り

清
朝
が
講
和
会
議
参
加
を
希
望
し
た
と
す
る
風
説
を
確
認
す
る
べ
く
、

外
務
部
会
辦
大
臣
那
桐
の
も
と
に
書
記
官
を
派
遣
し
た
。
那
桐
は
ロ
シ

ア
の
関
与
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
講
和
会
議
参
加
の
意
向
は
「
政
府
部

内
ニ
多
数
ヲ
占
メ
居
ル
ハ
事
実
」
と
し
、
自
身
が
全
権
委
員
に
内
定
し

て
い
る
と
述
べ
た（

11
（

。
さ
ら
に
翌
二
日
、
那
桐
は
日
本
書
記
官
に
「
全
権

派
遣
ニ
関
シ
勅
命
ニ
拠
リ
当
地
各
大
官
及
地
方
大
官
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
タ

ル
ニ
派
遣
説
三
十
名
ノ
多
数
ヲ
占
メ
居
ル
」
と
伝
え（

11
（

、
三
日
に
は
内
田

を
訪
問
し
、
自
ら
の
全
権
委
員
と
し
て
の
講
和
会
議
参
加
に
同
意
す
る

よ
う
迫
っ
た（

11
（

。
し
か
し
四
日
、
内
田
と
慶
親
王
・
那
桐
・
軍
機
大
臣
瞿

鴻
禨
の
会
談
で
は
、
清
朝
側
よ
り
全
権
委
員
の
派
遣
を
見
合
わ
せ
る
意

向
が
伝
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
派
遣
説
ヲ
主
張
ス
ル
者
頗
ル
多
キ
ニ

ヨ
リ
之
レ
ヲ
抑
圧
シ
且
ツ
政
府
ノ
立
場
ヲ
鞏
フ
ス
ル
タ
メ
」、
講
和
会

議
の
清
朝
に
関
す
る
条
項
に
関
し
て
は
、
清
朝
と
協
議
を
経
な
い
限
り
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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

（

法
」
の
実
施
、
或
い
は
「
地
方
自
治
の
基
礎
」
の
構
築
で
あ
り
、
そ
れ

ら
に
向
け
て
海
外
の
政
治
を
調
査
す
る
よ
う
建
議
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章

　海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
目
的

第
一
節

　海
外
政
治
視
察
団
派
遣
決
定
ま
で
の
経
緯

　
張
之
洞
は
一
九
〇
一
年
、「
憲
法
制
定
の
宣
言
」を
促
す
李
盛
鐸
の「
立

憲
」
上
奏
を
評
価
し
、「
政
体
変
更
」
を
訴
え
る
意
義
を
認
め
て
い
た
。

一
九
〇
四
年
に
は
、張
謇
ら
に
「
請
立
憲
奏
稿
」
の
作
成
を
要
請
し
た
。

し
か
し
、
張
之
洞
も
袁
世
凱
も
「
立
憲
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
及
び

腰
で
、上
奏
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
張
謇
は
、こ
の
時
期
「
立

憲
」
に
つ
い
て
張
之
洞
と
議
論
し
た
印
象
を
、「
其
の
論
は
明
快
だ
が
、

気
概
は
こ
と
さ
ら
怯
ん
だ
も
の
」
と
記
し
て
い
る（

11
（

。

　
定
説
で
は
翌
一
九
〇
五
年
、
張
之
洞
や
袁
世
凱
ら
の
総
督
は
一
転
、

敢
然
と
「
立
憲
」
を
上
奏
し
、「
立
憲
」
を
牽
引
し
た
と
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
前
章
に
見
た
よ
う
に
、
張
之
洞
ら
総
督
は
「
立
憲
」
で

は
な
く
「
変
法
」、特
に
「
地
方
自
治
」
の
構
想
を
上
奏
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
「
立
憲
」
の
発
言
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
立
憲
」
の
語
を
、
改
革
を
訴
え
る
標
語
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

「
変
法
」
も
「
立
憲
」
も
目
的
は
同
じ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
問
題
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
張
之
洞
ら
総
督
が
「
憲
法
制
定
の
宣

言
」
や
「
政
体
変
更
」
を
述
べ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
海
外
政
治
視
察

団
の
出
発
前
、「
立
憲
」
が
視
察
目
的
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
視
察
団
派
遣
決
定
の
経
緯
に
つ
い

て
も
、袁
世
凱
の
上
奏
と
は
別
の
理
由
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
時
期
、
清
朝
政
府
は
日
露
戦
争
講
和
会
議
へ
の
参
加
を
目
論
ん

で
い
た
。
七
月
一
日
付
の
駐
清
ア
メ
リ
カ
公
使
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
か
ら
ワ
シ

ン
ト
ン
へ
の
報
告
に
は
、
一
週
間
前
、
軍
機
大
臣
慶
親
王
よ
り
日
露
戦

争
講
和
会
議
参
加
の
打
診
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
、
さ

ら
に
袁
世
凱
に
講
和
会
議
参
加
反
対
を
確
認
す
る
電
話
を
し
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る（

1（
（

。
六
月
中
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
頼
り
と
し
た
講
和
会

議
参
加
の
可
能
性
は
断
た
れ
て
お
り
、袁
世
凱
は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、

視
察
団
派
遣
決
定
後
の
七
月
二
十
日
、
日
本
に
官
紳
を
派
遣
し
て
地
方

自
治
実
施
の
準
備
と
す
る
よ
う
上
奏
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
七
月
一
日
、
駐
清
日
本
公
使
内
田
康
哉
は
、
ロ
シ
ア
の
勧
告
に
よ
り

清
朝
が
講
和
会
議
参
加
を
希
望
し
た
と
す
る
風
説
を
確
認
す
る
べ
く
、

外
務
部
会
辦
大
臣
那
桐
の
も
と
に
書
記
官
を
派
遣
し
た
。
那
桐
は
ロ
シ

ア
の
関
与
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
講
和
会
議
参
加
の
意
向
は
「
政
府
部

内
ニ
多
数
ヲ
占
メ
居
ル
ハ
事
実
」
と
し
、
自
身
が
全
権
委
員
に
内
定
し

て
い
る
と
述
べ
た（

11
（

。
さ
ら
に
翌
二
日
、
那
桐
は
日
本
書
記
官
に
「
全
権

派
遣
ニ
関
シ
勅
命
ニ
拠
リ
当
地
各
大
官
及
地
方
大
官
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
タ

ル
ニ
派
遣
説
三
十
名
ノ
多
数
ヲ
占
メ
居
ル
」
と
伝
え（

11
（

、
三
日
に
は
内
田

を
訪
問
し
、
自
ら
の
全
権
委
員
と
し
て
の
講
和
会
議
参
加
に
同
意
す
る

よ
う
迫
っ
た（

11
（

。
し
か
し
四
日
、
内
田
と
慶
親
王
・
那
桐
・
軍
機
大
臣
瞿

鴻
禨
の
会
談
で
は
、
清
朝
側
よ
り
全
権
委
員
の
派
遣
を
見
合
わ
せ
る
意

向
が
伝
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
派
遣
説
ヲ
主
張
ス
ル
者
頗
ル
多
キ
ニ

ヨ
リ
之
レ
ヲ
抑
圧
シ
且
ツ
政
府
ノ
立
場
ヲ
鞏
フ
ス
ル
タ
メ
」、
講
和
会

議
の
清
朝
に
関
す
る
条
項
に
関
し
て
は
、
清
朝
と
協
議
を
経
な
い
限
り
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10

承
認
し
な
い
と
、
日
露
両
国
に
照
会
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た（

11
（

。
こ
う

し
て
清
朝
政
府
は
、
四
日
以
降
も
講
和
会
議
参
加
の
可
能
性
を
探
っ
た

が
、
結
果
的
に
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た（

11
（

。

　
清
朝
政
府
内
外
の
多
数
が
講
和
会
議
参
加
を
主
張
し
て
い
る
と
の
話

が
事
実
な
ら
ば
、「
政
府
ノ
立
場
」
を
守
る
た
め
に
は
、
会
議
参
加
の

望
み
が
断
た
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
講
和
会
議
に
参

加
し
得
る
大
臣
級
の
高
官
派
遣
を
取
り
止
め
て
、
一
縷
の
望
み
を
捨
て

去
っ
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
参
加
の
可
能
性

が
皆
無
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
何
の
名
目
も
な
く
高
官
を
派
遣
す
る
わ
け

に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
全
権
委
員
の
講
和
会
議
参
加
を
諦
め
た
四
日
、
軍
機
大
臣
栄
慶
の
日

記
に
は
「
慶
親
王
が
政
治
視
察
員
の
派
遣
に
つ
い
て
相
談
し
た
」
と
あ

る（
11
（

。
日
本
が
照
会
の
断
固
拒
否
を
返
答
し
た
八
日（

11
（

の
翌
九
日
に
は
、「
政

治
視
察
使
節
の
派
遣
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
」
と
あ
る（

11
（

。
講
和
会
議
参

加
が
絶
望
的
だ
と
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
政

治
視
察
を
目
的
と
し
た
海
外
派
遣
も
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
始
め
た

よ
う
で
あ
る
。
十
六
日
、海
外
政
治
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
さ
れ
る
。

第
二
節

　一
九
〇
二
年
の
海
外
政
治
視
察

　
当
時
、
御
史
に
あ
っ
た
趙
炳
麟
は
、「
中
国
は
大
臣
を
派
遣
し
和
議

に
参
与
し
、
東
三
省
の
主
権
を
保
た
ん
と
冀
う
も
、
日
露
が
許
可
し
な

い
こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
、
憲
政
考
査
を
名
目
に
し
て
、
…
…
五
大
臣

を
派
遣
し
た
。
各
国
に
赴
い
た
後
、
日
露
は
果
た
し
て
中
国
の
和
議
へ

の
参
与
を
許
さ
ず
、
憲
政
考
査
は
実
に
施
行
を
見
る
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
」
と
し
て
い
る（

11
（

。
栄
慶
の
日
記
に
は
、
七
月
四
日
に
慶
親
王
が
海
外

政
治
視
察
を
提
案
し
、
九
日
に
そ
れ
が
議
題
と
さ
れ
、
視
察
団
派
遣
の

上
諭
が
下
る
二
日
前
の
十
四
日
に
は
、「
慶
親
王
は
憲
法
考
を
進
呈
す

る
と
と
も
に
、
唐
文
治
の
草
稿
抜
粋
を
付
し
た
」
と
あ
る（

1（
（

。

　
商
部
左
丞
唐
文
治
は
、
一
八
九
二
年
に
進
士
と
な
り
、
一
八
九
六
年

に
総
理
衙
門
章
京
に
採
用
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
実
職
に
就
い
た
。

一
九
〇
一
年
に
は
、
謝
罪
使
節
那
桐
に
同
行
し
て
日
本
を
訪
れ
た
。
同

年
、
総
理
衙
門
が
外
務
部
に
改
組
さ
れ
る
と
主
事
と
な
り
、
一
九
〇
三

年
の
商
部
設
立
に
伴
い
右
丞
に
抜
擢
さ
れ
、数
ヶ
月
後
に
左
丞
と
な
り
、

一
九
〇
五
年
の
こ
の
後
、
左
侍
郎
と
さ
れ
た（

11
（

。
商
部
の
初
代
尚
書
は
慶

親
王
の
子
、
載
振
で
あ
る
。
唐
文
治
は
、
総
理
衙
門
、
外
務
部
、
商
部

と
慶
親
王
親
子
に
仕
え
た
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
〇
二
年
、
唐
文
治
は
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
戴
冠
式
に

派
遣
さ
れ
た
載
振
の
随
員
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
を
歴
訪
し
た
。
そ
れ
を
記
録
し
た
『
英
軺
日
記
』

は
、
載
振
名
義
の
著
作
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
唐
文
治
が
著
し
た
も
の

で
あ
る
。
唐
文
治
は
自
訂
年
譜
の
中
で
、
十
月
初
め
に
北
京
に
戻
っ
た

後
、「
私
は
公
務
の
合
間
に
、
載
振
大
臣
の
た
め
に
『
英
軺
日
記
』
の

編
纂
を
や
り
終
え
、進
呈
し
て
御
覧
に
入
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。『
茹

経
堂
文
集
』
収
録
の
「
英
軺
日
記
序
」
表
題
に
は
、「
載
大
臣
に
代
わ

り
作
る
」
と
あ
り
、末
尾
に
は
「
此
の
文
章
は
私
が
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、

沈
曽
植
先
生
に
潤
色
を
要
請
し
て
初
め
て
完
成
し
た
」
と
、
加
え
ら
れ

て
い
る（

11
（

。
載
振
の
子
、
溥
銓
は
「
実
際
、
我
が
父
は
少
し
は
文
章
が
書

け
た
が
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
う
ま
く
な
い
。
そ
の
う
え
彼
が
書
い
た
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11

日
記
、
或
い
は
親
類
や
友
人
と
吟
詠
し
て
詩
を
作
っ
た
も
の
は
見
た
こ

と
が
な
い
。『
英
軺
日
記
』
一
書
は
、
聞
く
に
随
行
し
た
参
賛
の
唐
文

治
が
整
理
し
た
も
の
で
、
出
版
後
に
載
振
が
親
類
や
友
人
に
分
配
し
て

贈
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
よ
っ
て
、
当
然
、
商
部
設
立

に
あ
た
っ
て
の
載
振
の
上
奏
や
章
程
の
起
草
役
を
担
っ
た
の
も
唐
文
治

で
あ
っ
た（

11
（

。
唐
文
治
が
、
外
務
部
の
下
、
六
部
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
商
部
の
要
職
に
抜
擢
さ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

　『
英
軺
日
記
』
は
、
さ
な
が
ら
視
察
報
告
書
の
よ
う
な
内
容
で
、
各

国
の
歴
史
、
政
治
、
行
政
、
財
政
、
税
制
、
兵
制
、
農
商
工
業
等
々
、

多
岐
に
わ
た
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
記
の
五
月
一
日
に
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
た
載
振
が
、「
中
国
が
早
期
に
振
興
し
、
列

邦
の
見
る
目
を
変
え
る
よ
う
願
っ
て
い
る
」
な
ど
と
述
べ
た
イ
ギ
リ
ス

の
海
峡
植
民
地
総
督
に
対
し
、「
こ
の
度
、イ
ギ
リ
ス
に
至
る
に
あ
た
り
、

貴
国
の
政
治
、
学
術
の
考
究
を
予
定
し
て
い
る
。
且
つ
仏
米
諸
国
を
遊

歴
し
、
制
度
を
諮
詢
し
、
国
家
の
採
択
に
備
え
、
多
少
の
手
本
と
す
る
」

と
答
え
た
と
あ
る（

11
（

。
戴
冠
式
へ
の
列
席
が
目
的
と
は
言
え
、
視
察
も
多

分
に
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
四
月
十
一
日
に
天
津
を

発
っ
た
一
行
は
、
十
八
日
、
上
海
に
て
日
本
正
金
銀
行
が
催
し
た
宴
席

に
招
か
れ
た
。
唐
文
治
は
そ
の
日
、「
思
う
に
日
本
は
近
来
、
政
治
に

精
励
し
、学
術
を
日
に
新
た
に
し
て
い
る
が
、憲
法
を
講
究
す
る
に
至
っ

た
こ
と
が
、
尤
も
精
良
に
し
て
重
要
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る（

11
（

。
唐
文

治
は
、「
憲
法
」
や
各
国
の
政
体
も
重
要
な
視
察
項
目
と
し
て
意
識
し

て
い
た
。
前
年
一
九
〇
一
年
、
唐
文
治
は
那
桐
に
代
わ
り
『
奉
使
日
本

記
』
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
其
の
憲
法
を
考
え
る
に
、
尊
卑

貴
賤
の
典
範
で
あ
り
、
律
令
は
整
然
と
し
て
互
い
を
侵
し
越
え
る
こ
と

は
な
い
」
と
し
、「
日
本
の
長
き
所
を
取
り
、
併
せ
て
短
き
所
を
棄
て

る
べ
き
で
あ
る
。
其
れ
を
臨
機
応
変
に
す
る
に
し
て
も
、
根
本
と
末
梢

は
、
軽
重
・
緩
急
・
先
後
の
順
に
従
っ
て
之
を
行
う
こ
と
で
あ
る
」
と

記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

第
三
節

　唐
文
治
が
見
た
「
憲
法
」

　
翌
一
九
〇
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
向
か
う
唐
文
治
は
、
依
然
と
し
て
国

家
を
治
め
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、上
下
秩
序
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

凡
て
の
民
は
血
気
心
知
の
性
を
有
し
、
汝
と
我
の
実
体
は
驚
く
ほ

ど
隔
た
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、争
い
を
無
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

争
い
は
施
し
奪
い
し
て
い
る
う
ち
に
天
下
を
乱
す
階
と
な
る
。
聖

人
の
考
え
は
天
下
の
争
い
を
平
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
故
に
こ
の

た
め
に
礼
節
を
以
て
之
を
制
限
し
、
こ
の
た
め
に
少
長
や
貴
賤
の

名
を
以
て
之
を
統
率
す
る
の
で
あ
る
。
凡
て
此
れ
を
告
げ
る
所
以

は
万
事
の
権
を
尊
び
、
天
下
の
争
い
を
お
さ
め
る
た
め
で
あ
る
。

…
…
重
要
な
の
は
未
だ
権
を
尊
ば
ず
し
て
事
を
集
め
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
が
一
つ
で
あ
れ
ば
、

事
に
は
条
理
が
あ
り
、
根
本
は
強
く
立
つ
。
権
が
分
か
れ
れ
ば
、

事
は
管
轄
し
隷
属
す
る
こ
と
は
な
く
、
根
本
は
脆
い
。

　
し
か
し
、
欧
米
諸
国
の
政
治
視
察
を
視
野
に
入
れ
る
唐
文
治
は
、
疑

念
を
抱
い
て
い
た
。

私
が
平
等
の
説
を
考
え
る
に
…
…
欧
西
の
民
は
或
い
は
其
の
名
を

平
権
と
言
う
を
好
み
、ま
た
之
を
推
し
進
め
道
理
を
解
き
明
か
し
、
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西
の
民
は
或
い
は
其
の
名
を

平
権
と
言
う
を
好
み
、ま
た
之
を
推
し
進
め
道
理
を
解
き
明
か
し
、

_史学研究303.indb   11 19/07/22   13:41



12

之
を
自
由
と
謂
う
。
今
ま
で
自
由
の
説
は
、
ほ
ぼ
地
球
の
い
た
る

と
こ
ろ
で
、
結
党
し
て
団
体
を
立
て
る
を
助
け
、
其
れ
と
国
家
は

敵
で
あ
っ
た
。
私
が
観
る
に
、
西
人
は
事
を
治
め
る
に
権
力
を
一

つ
に
帰
し
、
条
理
通
り
順
序
通
り
で
、
出
し
ゃ
ば
っ
て
紛
争
し
て

事
を
壊
す
こ
と
は
な
い
。
其
れ
と
平
権
の
説
は
、
ど
う
し
て
こ
の

よ
う
に
相
反
す
る
の
か
。

　「
平
等
・
平
権
・
自
由
」
は
上
下
秩
序
と
相
反
す
る
、
国
家
統
治
の

妨
げ
と
な
る
も
の
で
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、西
洋
で
は「
平

権
」
を
謳
い
な
が
ら
も
、
権
力
は
一
つ
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
。
唐
文
治
は
、
こ
の
矛
盾
が
存
在
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し

た
。

節
操
な
く
時
代
に
迎
合
し
、
高
名
で
あ
る
の
み
の
学
者
は
必
ず
好

ん
で
平
等
の
説
を
為
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
其
の
不
公
正
を
自
ら
に

都
合
よ
く
し
、
往
々
に
し
て
西
人
は
平
権
を
講
じ
、
自
由
を
貴
ぶ

と
謂
う
。
欧
州
の
人
が
、
頗
る
自
分
の
目
上
の
者
を
喜
び
上
に
頂

く
を
心
と
為
す
と
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
議
院
の
中
で
は
各
々

所
見
を
述
べ
る
が
、
一
人
が
上
で
主
宰
し
、
か
つ
て
敢
え
て
身
勝

手
な
主
観
で
秘
か
に
探
り
、
妨
害
し
た
者
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち

固
よ
り
平
権
を
有
す
と
の
説
を
謂
う
こ
と
は
な
い
。

　
唐
文
治
は
、
西
洋
の
政
治
に
も
ま
た
上
下
秩
序
が
あ
り
、
西
洋
で
も

「
平
権
」、
す
な
わ
ち
「
権
力
の
平
等
」
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え

た
。「
平
権
」
は
「
平
等
」
の
言
い
換
え
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
す
な
わ
ち
何
を
平
等
と
言
う
の
か
。
国
と
国
、
君
と
君
、

水
火
工
虞
は
、
凡
て
相
謀
る
も
の
で
は
な
く
、
平
等
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
ま
だ
兄
弟
が
あ
り
、
前
後
が

あ
る
。
此
れ
は
事
の
道
理
の
必
然
の
勢
い
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
天

理
自
然
の
定
め
で
あ
る
。…
…
こ
れ
故
に
吾
は
上
に
と
願
う
人
は
、

そ
の
義
に
深
く
明
る
く
、
忠
恕
を
植
え
る
を
心
と
為
す
。
権
威
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
し
だ
い
に
下
を
虐
げ
始
め
る
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
下
を
願
う
人
は
、
そ
の
義
に
深
く
明

る
く
、
各
々
其
の
職
分
を
尽
く
す
を
為
す
べ
き
と
す
る
。
分
を
越

え
る
考
え
を
存
し
、
上
に
長
じ
、
屈
せ
ず
と
考
え
を
起
こ
す
こ
と

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
が
ほ
と
ん
ど
を
処
理
す
べ
し
と
望

む
は
、
天
下
の
た
ち
の
悪
い
言
で
あ
り
、
論
じ
よ
う
と
し
な
け
れ

ば
自
ず
と
お
さ
ま
る
の
だ
。

　
そ
し
て
、「
平
等
」
で
あ
る
の
は
「
国
」
や
「
君
主
」
同
士
に
限
ら
れ
、

「
君
主
」
の
下
、
す
な
わ
ち
「
国
」
の
中
に
上
下
が
あ
る
の
は
必
然
で

あ
る
。
下
に
あ
る
者
は
自
ら
の
務
め
を
果
た
せ
ば
よ
く
、
上
に
あ
る
者

や
国
家
に
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
海
外
の
政
治
を
目
の
当
た
り
に
す

る
前
、
唐
文
治
は
、
こ
う
考
え
た（

11
（

。

　
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
到
着
し
、
実
際
に
目
に
し
た
そ
の
政
治
体
制

は
、「
君
民
共
主（

1（
（

の
国
を
称
し
て
は
い
る
が
、然
る
に
実
は
民
権
が
重
く
、

君
権
が
軽
い
」
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
決
定
の
「
皆
は
議
院
よ
り
出

で
、
君
主
は
署
名
し
承
認
す
る
の
み
」
で
あ
っ
た
。
権
力
は
君
主
で
は

な
く
議
院
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
り

「
国
是
を
処
理
す
る
に
、
錯
誤
が
あ
る
な
ら
ば
、
国
人
は
皆
、
執
政
に

罪
を
帰
し
、
君
主
を
咎
め
及
ぶ
は
聞
か
な
い
。
…
…
よ
っ
て
民
権
が
重

い
と
雖
も
、上
を
犯
す
糸
口
を
開
く
に
は
至
ら
な
い
」利
点
も
あ
っ
た
。
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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

1（

そ
し
て
、「
此
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
を
定
め
る
効
用
で
あ
る（

11
（

」と
考
え
た
。

「
憲
法
」
は
上
下
秩
序
を
維
持
す
る
に
有
効
で
あ
る
が
、
君
主
の
権
力

を
制
限
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
元
来
の
唐
文
治
の
考
え
か
ら
す
る
と
、

如
何
に
評
価
す
る
べ
き
か
悩
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
改
め

て
日
本
の
「
憲
法
」
を
目
に
し
た
こ
と
で
、
唐
文
治
の
「
憲
法
」
へ
の

評
価
は
定
ま
っ
た
。

日
本
国
の
国
体
は
万
世
一
系
の
統
治
国
で
あ
り
、
其
の
皇
位
は
皇

室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
、
皇
族
男
子
の
子
孫
が
之
を
継
承
す

る
。
日
皇
は
国
の
元
首
で
あ
り
、
統
治
権
を
総
攬
し
、
憲
法
の
条

規
に
よ
り
之
を
行
う
。
帝
国
議
会
の
開
閉
、
法
律
の
裁
可
・
公
布
・

執
行
、
条
約
の
締
結
、
宣
戦
、
議
和
、
陸
海
軍
の
統
率
、
大
赦
・

特
赦
・
減
刑
・
復
権
の
命
令
、
皆
が
日
皇
に
属
す
る（

11
（

。

　
唐
文
治
は
、
以
上
の
よ
う
に
日
本
の
憲
法
を
君
主
の
権
限
を
定
め
る

も
の
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
本
の
立
国
は
ま
ず
憲
法
を
重
ん
じ
た
。
憲
法
の
外
に
有
る
は
、

曰
く
私
法
、
曰
く
公
法
、
曰
く
国
際
法
で
あ
る
。
…
…
憲
法
は
三

者
の
中
で
公
法
に
属
す
る
。
其
の
宗
旨
の
要
は
、
主
権
の
所
在
を

定
め
る
こ
と
、
人
民
の
権
利
義
務
を
定
め
る
こ
と
、
主
権
の
関
係

及
び
権
限
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。…
…
主
権
の
要
は
四
つ
有
る
。

一
に
曰
く
独
立
不
羈
〔
自
主
〕、
二
に
曰
く
完
全
無
欠
、
三
に
曰

く
至
尊
無
上
、
四
に
曰
く
独
一
無
二
で
あ
る
。
独
立
自
主
と
は
何

か
。
其
れ
は
、
外
国
の
命
令
に
従
わ
な
い
権
利
、
ま
た
国
中
の
各

部
の
命
令
に
従
わ
な
い
権
利
を
言
う
。…
…
完
全
無
欠
と
は
何
か
。

…
…
昔
人
は
高
等
法
院
を
称
し
て
主
権
を
有
す
は
法
院
と
為
し
た

が
、
其
の
説
は
非
で
あ
る
。
思
う
に
高
等
職
官
が
若
し
も
主
権
を

有
す
な
ら
ば
国
家
は
一
つ
の
主
権
に
止
ま
ら
な
い
。
立
国
の
所
以

と
な
る
は
ず
が
な
い
。
故
に
主
権
は
完
全
無
欠
と
言
う
。
至
尊
無

上
と
は
何
か
。
思
う
に
主
権
は
国
家
至
高
の
件
で
あ
り
、
一
切
の

上
に
位
置
し
、凌
駕
で
き
る
も
の
は
な
い
。
独
一
無
二
と
は
何
か
。

す
な
わ
ち
古
人
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
天
に
二
日
な
く
，
民
に
二
王

な
し
の
意
味
で
あ
る
。
…
…
天
下
の
弱
者
の
皆
が
、
悉
く
一
強
の

命
令
に
従
う
。
此
れ
は
必
然
の
勢
い
で
あ
る
。
故
に
一
国
の
政
の

尽
く
は
、
一
人
が
之
を
専
ら
に
し
、
多
く
の
弱
者
を
控
制
す
る
こ

と
で
、
国
家
に
お
い
て
大
い
に
裨
益
有
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
主

権
の
関
係
は
、
此
の
よ
う
に
其
の
重
点
が
あ
る
。
此
れ
に
よ
り
平

等
の
説
は
、
元
よ
り
曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い
言
葉
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
憲
法
は
、
一
を
執
り
て
万
を
御
す
る
要
道
で
あ
り
、

実
に
等
級
を
審
判
す
る
根
源
で
あ
る
。
故
に
必
ず
先
ず
は
平
等
の

説
を
斥
け
た
後
、
憲
法
を
言
う
を
許
す
べ
き
で
あ
る（

11
（

。

　
ま
た
、
唐
文
治
は
「
必
ず
自
由
の
説
を
斥
け
た
後
に
憲
法
を
言
う
を

許
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
憲
法
の
自

由
の
説
と
は
、
平
民
が
得
る
べ
き
守
る
べ
き
権
利
義
務
を
指
し
て
言
う

も
の
で
あ
り
、
平
民
が
主
権
を
上
り
侵
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
も
の

で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

　
天
皇
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定
を
保
証
す
る
日
本
の
「
憲
法
」
に

触
れ
、
唐
文
治
の
疑
念
は
解
消
さ
れ
た
。
君
主
の
権
限
を
侵
し
、
国
家

と
敵
対
し
得
る
と
唐
文
治
が
考
え
た
「
平
等
」「
自
由
」「
平
権
」
は
、

ま
ず
「
憲
法
」
を
制
定
し
さ
え
す
れ
ば
、
上
下
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
な
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そ
し
て
、「
此
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
を
定
め
る
効
用
で
あ
る（

11
（

」と
考
え
た
。

「
憲
法
」
は
上
下
秩
序
を
維
持
す
る
に
有
効
で
あ
る
が
、
君
主
の
権
力

を
制
限
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
元
来
の
唐
文
治
の
考
え
か
ら
す
る
と
、

如
何
に
評
価
す
る
べ
き
か
悩
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
改
め

て
日
本
の
「
憲
法
」
を
目
に
し
た
こ
と
で
、
唐
文
治
の
「
憲
法
」
へ
の

評
価
は
定
ま
っ
た
。

日
本
国
の
国
体
は
万
世
一
系
の
統
治
国
で
あ
り
、
其
の
皇
位
は
皇

室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
、
皇
族
男
子
の
子
孫
が
之
を
継
承
す

る
。
日
皇
は
国
の
元
首
で
あ
り
、
統
治
権
を
総
攬
し
、
憲
法
の
条

規
に
よ
り
之
を
行
う
。
帝
国
議
会
の
開
閉
、
法
律
の
裁
可
・
公
布
・

執
行
、
条
約
の
締
結
、
宣
戦
、
議
和
、
陸
海
軍
の
統
率
、
大
赦
・

特
赦
・
減
刑
・
復
権
の
命
令
、
皆
が
日
皇
に
属
す
る（

11
（

。

　
唐
文
治
は
、
以
上
の
よ
う
に
日
本
の
憲
法
を
君
主
の
権
限
を
定
め
る

も
の
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
本
の
立
国
は
ま
ず
憲
法
を
重
ん
じ
た
。
憲
法
の
外
に
有
る
は
、

曰
く
私
法
、
曰
く
公
法
、
曰
く
国
際
法
で
あ
る
。
…
…
憲
法
は
三

者
の
中
で
公
法
に
属
す
る
。
其
の
宗
旨
の
要
は
、
主
権
の
所
在
を

定
め
る
こ
と
、
人
民
の
権
利
義
務
を
定
め
る
こ
と
、
主
権
の
関
係

及
び
権
限
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。…
…
主
権
の
要
は
四
つ
有
る
。

一
に
曰
く
独
立
不
羈
〔
自
主
〕、
二
に
曰
く
完
全
無
欠
、
三
に
曰

く
至
尊
無
上
、
四
に
曰
く
独
一
無
二
で
あ
る
。
独
立
自
主
と
は
何

か
。
其
れ
は
、
外
国
の
命
令
に
従
わ
な
い
権
利
、
ま
た
国
中
の
各

部
の
命
令
に
従
わ
な
い
権
利
を
言
う
。…
…
完
全
無
欠
と
は
何
か
。

…
…
昔
人
は
高
等
法
院
を
称
し
て
主
権
を
有
す
は
法
院
と
為
し
た

が
、
其
の
説
は
非
で
あ
る
。
思
う
に
高
等
職
官
が
若
し
も
主
権
を

有
す
な
ら
ば
国
家
は
一
つ
の
主
権
に
止
ま
ら
な
い
。
立
国
の
所
以

と
な
る
は
ず
が
な
い
。
故
に
主
権
は
完
全
無
欠
と
言
う
。
至
尊
無

上
と
は
何
か
。
思
う
に
主
権
は
国
家
至
高
の
件
で
あ
り
、
一
切
の

上
に
位
置
し
、凌
駕
で
き
る
も
の
は
な
い
。
独
一
無
二
と
は
何
か
。

す
な
わ
ち
古
人
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
天
に
二
日
な
く
，
民
に
二
王

な
し
の
意
味
で
あ
る
。
…
…
天
下
の
弱
者
の
皆
が
、
悉
く
一
強
の

命
令
に
従
う
。
此
れ
は
必
然
の
勢
い
で
あ
る
。
故
に
一
国
の
政
の

尽
く
は
、
一
人
が
之
を
専
ら
に
し
、
多
く
の
弱
者
を
控
制
す
る
こ

と
で
、
国
家
に
お
い
て
大
い
に
裨
益
有
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
主

権
の
関
係
は
、
此
の
よ
う
に
其
の
重
点
が
あ
る
。
此
れ
に
よ
り
平

等
の
説
は
、
元
よ
り
曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い
言
葉
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
憲
法
は
、
一
を
執
り
て
万
を
御
す
る
要
道
で
あ
り
、

実
に
等
級
を
審
判
す
る
根
源
で
あ
る
。
故
に
必
ず
先
ず
は
平
等
の

説
を
斥
け
た
後
、
憲
法
を
言
う
を
許
す
べ
き
で
あ
る（

11
（

。

　
ま
た
、
唐
文
治
は
「
必
ず
自
由
の
説
を
斥
け
た
後
に
憲
法
を
言
う
を

許
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
憲
法
の
自

由
の
説
と
は
、
平
民
が
得
る
べ
き
守
る
べ
き
権
利
義
務
を
指
し
て
言
う

も
の
で
あ
り
、
平
民
が
主
権
を
上
り
侵
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
も
の

で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

　
天
皇
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定
を
保
証
す
る
日
本
の
「
憲
法
」
に

触
れ
、
唐
文
治
の
疑
念
は
解
消
さ
れ
た
。
君
主
の
権
限
を
侵
し
、
国
家

と
敵
対
し
得
る
と
唐
文
治
が
考
え
た
「
平
等
」「
自
由
」「
平
権
」
は
、

ま
ず
「
憲
法
」
を
制
定
し
さ
え
す
れ
ば
、
上
下
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
な
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で
見
て
き
た
唐
文
治
の
憲
法
理
解
に
基
づ
く
だ
ろ
う
。

第
四
節

　「立
憲
」
視
察
に
至
る
経
緯

　
七
月
十
六
日
、
載
沢
・
戴
鴻
慈
・
徐
世
昌
・
端
方
に
海
外
政
治
視
察

を
命
じ
る
上
諭
が
下
さ
れ
た
の
に
続
き
、
二
七
日
、
商
部
右
丞
紹
英
に

視
察
団
に
加
わ
る
よ
う
上
諭
が
下
さ
れ
た（

11
（

。
紹
英
の
日
記
に
は
、
こ
の

日
、「
載
沢
に
見
え
に
行
き
、日
本
の
立
憲
の
大
意
に
つ
い
て
略
談
し
た
」

と
あ
る（

1（
（

。

　
載
沢
夫
人
の
父
、
す
な
わ
ち
義
父
は
西
太
后
の
弟
の
桂
祥
で
あ
り
、

載
沢
夫
人
の
妹
は
光
緒
帝
の
后
、
劉
裕
皇
后
で
あ
る
。
血
縁
関
係
は
な

い
が
、
載
沢
は
西
太
后
と
光
緒
帝
に
近
し
い
関
係
に
あ
る（

11
（

。
十
六
日
、

海
外
政
治
視
察
が
命
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
載
沢
に
急
ぎ
来
京
す
る
よ

う
命
じ
ら
れ（

11
（

、
載
瀛
が
東
陵
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
た（

11
（

。
東
陵
守
護
に
あ
っ

た
載
沢
は
北
京
に
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
召
見
さ
れ
た
の
は
二
六
日

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
召
見
で
、
紹
英
を
視
察
団
に

加
え
る
と
決
定
さ
れ
、
政
治
視
察
の
目
的
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
、

或
い
は
指
示
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
翌
日
、
紹
英
は
視
察
団
に
加
え

ら
れ
る
と
と
も
に
、
載
沢
と
「
日
本
立
憲
」
に
つ
い
て
話
し
た
の
で
あ

る
。

　
つ
ま
り
、
載
沢
は
政
治
視
察
団
派
遣
決
定
後
の
初
め
て
の
召
見
で
、

視
察
目
的
に
「
日
本
の
立
憲
」
調
査
が
含
ま
れ
て
い
る
と
認
識
し
た
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
海
外
政
治
視
察
を
命
じ
る
上
諭
は
、「
そ
れ
ぞ

れ
東
西
洋
各
国
に
赴
き
、
一
切
の
政
治
を
考
究
し
、
善
き
を
択
ん
で
従

う
に
期
す
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
り（

11
（

、
視
察
目
的
が
「
立
憲
」
を
視
野

い
。「
憲
法
」
は
、
君
主
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定
を
保
証
す
る
と

同
時
に
、「
平
等
」「
自
由
」「
平
権
」
を
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
英

軺
日
記
』の
序
文
に
は
、「
日
本
は
聡
明
に
し
て
精
強
な
る
模
範
で
あ
り
、

用
い
る
に
良
い
と
考
え
る
」
と
記
さ
れ
た（

11
（

。

　
一
九
〇
二
年
ま
で
に
は
、
載
振
名
義
の
『
英
軺
日
記
』
を
通
じ
て
、

以
上
の
よ
う
な
「
憲
法
」
の
存
在
が
西
太
后
や
光
緒
帝
に
も
伝
わ
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
一
九
〇
四
年
、張
之
洞
と
袁
世
凱
よ
り
「
請
立
憲
奏
稿
」

の
上
奏
が
見
送
ら
れ
た
後
、
張
謇
ら
は
朝
廷
へ
の
「
立
憲
」
の
働
き
か

け
を
始
め
た
。
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、『
日
本
憲
法
』
を
出
版
す

る
と
、
趙
鳳
昌
は
趙
慶
寛
な
る
人
物
に
、
そ
れ
を
朝
廷
に
届
け
る
よ
う

依
頼
し
た
。
張
謇
は
、
こ
れ
を
目
に
し
た
西
太
后
が
「
日
本
に
は
憲
法

が
あ
り
、
国
家
に
お
い
て
は
甚
だ
良
い
も
の
だ
」
と
述
べ
た
と
し
て
い

る（
11
（

。
七
月
十
三
日
、
張
謇
が
趙
鳳
昌
に
宛
て
た
電
文
に
は
、「
載
振
は
、

許
鼎
霖
よ
り
書
を
得
て
、
其
れ
を
慶
親
王
に
告
げ
た
と
こ
ろ
、
深
く
以

て
然
り
と
為
し
た
」
と
知
ら
せ
が
あ
っ
た
、と
述
べ
て
い
る
。
張
謇
は
、

同
電
の
冒
頭
で
『
日
本
憲
法
義
解
』
の
印
刷
を
終
え
た
の
か
趙
鳳
昌
に

尋
ね
て
い
る
か
ら（

11
（

、「
書
」
と
は
『
日
本
憲
法
』
を
指
す
だ
ろ
う
。
張

謇
ら
の
「
立
憲
」
の
働
き
か
け
に
対
す
る
西
太
后
や
慶
親
王
の
反
応
は
、

『
英
軺
日
記
』
に
よ
り
、
日
本
の
憲
法
に
対
す
る
知
識
を
得
た
上
で
の

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
二
月
三
日
に
は
、
張
謇
は
兵
部
左

侍
郎
鉄
良
に
『
日
本
憲
法
義
解
』
を
送
っ
て
い
る（

11
（

。
翌
年
七
月
十
四
日
、

慶
親
王
が
進
呈
し
た
「
憲
法
考
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
様
々
な
経
路

を
通
じ
て
内
廷
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
書
物
の
一
部
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
併
せ
て
進
呈
さ
れ
た
唐
文
治
の
草
稿
は
当
然
、
こ
こ
ま
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1（

に
入
れ
た
も
の
と
公
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
訴
え
る
こ

と
に
逡
巡
し
た
の
は
、
張
之
洞
や
袁
世
凱
ら
地
方
大
官
の
み
な
ら
ず
、

唐
文
治
で
す
ら
同
様
で
あ
っ
た
。

　
八
月
、唐
文
治
は
「
請
改
定
官
制
摺
」
を
上
奏
し（

11
（

、「
官
制
は
退
廃
し
、

職
権
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
、「
速
や
か
に
各
国
の
専
任
の
例

に
倣
い
中
央
官
制
を
改
正
」
し
、「
新
政
の
初
め
の
基
礎
を
立
て
る
」

べ
く
、「
政
務
処
に
審
議
し
施
行
す
る
よ
う
命
を
下
す
、
或
い
は
別
に

官
制
局
を
設
け
、
詳
細
に
周
到
に
取
り
決
め
る
機
関
を
ご
聖
断
に
よ
り

創
出
す
る
」
よ
う
訴
え
た
。「
聞
く
に
日
本
の
明
治
変
法
の
初
め
も
ま

た
先
ず
官
制
を
改
定
し
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
改
革
の
手
順
は
、
日
本

に
倣
う
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、「〔
官
制
を
〕
一
律
改
定
し
、
政
体
を

維
持
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
政
体
の
変
更
は
述
べ
な
か
っ
た（

11
（

。
ま

た
、
政
治
視
察
へ
の
出
発
を
一
週
間
後
に
控
え
た
九
月
十
七
日
、
紹
英

の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

召
見
を
賜
い
、
皇
太
后
と
皇
上
の
訓
示
は
、
周
到
詳
細
に
勉
め
、

各
国
政
治
の
均
し
く
選
ぶ
べ
き
も
の
、
考
察
を
要
す
る
も
の
を
示

す
よ
う
に
と
の
こ
と
。
憲
法
一
事
の
如
く
は
、
現
在
は
宣
言
し
て

表
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
国
の
や
り
方
が
如
何
な
る
も

の
か
考
察
す
べ
き
で
あ
る
、
採
択
に
備
え
る
よ
う
に
、
と
の
こ
と

だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
も
ま
だ
、
憲
法
調
査
の
計
画
は
「
表
に
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
視
察
五
大
臣
が
一
同
に
介
し
て
の
召

見
で
あ
っ
た
が
、
戴
鴻
慈
の
日
記
に
は
「
注
意
深
く
考
察
し
採
択
に
備

え
よ
」
と
訓
示
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る（

（11
（

。
憲
法
に
つ
い
て

の
訓
示
が
、
載
沢
・
紹
英
・
徐
世
昌
一
行
に
の
み
行
な
わ
れ
、
端
方
・

戴
鴻
慈
一
行
に
な
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
同
じ
訓
示
で
あ
っ
て
も
視
察

対
象
に
「
日
本
の
立
憲
」
が
あ
る
こ
と
を
知
る
紹
英
の
受
け
止
め
方
が
、

戴
鴻
慈
と
違
っ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
端
方
も
ま

た
、
こ
こ
で
憲
法
に
つ
い
て
訓
示
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

　
視
察
へ
の
出
発
予
定
だ
っ
た
九
月
二
四
日
は
爆
破
事
件
が
起
き
、
端

方
一
行
の
出
発
は
十
二
月
七
日
に
繰
り
延
べ
に
な
っ
た
。
九
日
、「
陛

下
が
別
れ
を
告
げ
る
日
、
皇
太
后
の
訓
示
は
、
あ
た
か
も
切
に
各
国
憲

政
の
考
察
を
要
請
し
、
帰
来
後
の
施
行
を
冀
う
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
尚
も
成
立
の
望
み
が
あ
る
」
と
、
張
之
洞
に
端
方
か
ら
電
文
が

届
い
て
い
る（

（1（
（

。
西
太
后
が
憲
法
視
察
を
望
む
気
配
を
端
方
が
察
知
し
た

の
は
、
十
二
月
の
出
発
前
の
召
見
で
あ
っ
た
。
端
方
一
行
は
十
七
日
に

上
海
に
到
着
し
、
張
謇
と
趙
鳳
昌
と
会
談
し
て
い
る
が
、
張
謇
の
翌
日

の
日
記
に
は
、「
思
う
に
、
端
方
の
言
う
立
憲
の
気
が
未
だ
絶
え
て
い

な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
が
延
び
る
所
以
も
有
る
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る（

（10
（

。

ま
た
、
会
談
の
中
で
趙
鳳
昌
は
、「
日
露
講
和
へ
の
参
与
を
欲
す
る
も

成
功
せ
ず
、
視
察
へ
の
派
遣
を
改
め
た
。
朝
廷
の
立
憲
は
、
や
は
り
う

わ
べ
だ
け
の
先
延
ば
し
の
計
画
で
あ
っ
て
、
革
命
も
つ
い
に
は
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。早
め
に
戻
っ
て
両
江
総
督
の
席
を
得
た
ら
ど
う
だ
」

と
端
方
に
述
べ
た
と
し
て
い
る（

（10
（

。
出
発
後
も
な
お
、
朝
廷
の
「
立
憲
」

の
意
向
の
有
無
に
つ
い
て
、
端
方
ら
は
確
信
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
九
月
の
出
発
前
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
朝
廷
に

お
い
て
も
「
立
憲
」
の
気
運
は
高
ま
っ
て
い
た
。

　「
革
命
党
」
の
呉
樾
が
、
海
外
政
治
視
察
に
発
つ
五
大
臣
の
暗
殺
を
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に
入
れ
た
も
の
と
公
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
訴
え
る
こ

と
に
逡
巡
し
た
の
は
、
張
之
洞
や
袁
世
凱
ら
地
方
大
官
の
み
な
ら
ず
、

唐
文
治
で
す
ら
同
様
で
あ
っ
た
。

　
八
月
、唐
文
治
は
「
請
改
定
官
制
摺
」
を
上
奏
し（

11
（

、「
官
制
は
退
廃
し
、

職
権
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
、「
速
や
か
に
各
国
の
専
任
の
例

に
倣
い
中
央
官
制
を
改
正
」
し
、「
新
政
の
初
め
の
基
礎
を
立
て
る
」

べ
く
、「
政
務
処
に
審
議
し
施
行
す
る
よ
う
命
を
下
す
、
或
い
は
別
に

官
制
局
を
設
け
、
詳
細
に
周
到
に
取
り
決
め
る
機
関
を
ご
聖
断
に
よ
り

創
出
す
る
」
よ
う
訴
え
た
。「
聞
く
に
日
本
の
明
治
変
法
の
初
め
も
ま

た
先
ず
官
制
を
改
定
し
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
改
革
の
手
順
は
、
日
本

に
倣
う
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、「〔
官
制
を
〕
一
律
改
定
し
、
政
体
を

維
持
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
政
体
の
変
更
は
述
べ
な
か
っ
た（

11
（

。
ま

た
、
政
治
視
察
へ
の
出
発
を
一
週
間
後
に
控
え
た
九
月
十
七
日
、
紹
英

の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

召
見
を
賜
い
、
皇
太
后
と
皇
上
の
訓
示
は
、
周
到
詳
細
に
勉
め
、

各
国
政
治
の
均
し
く
選
ぶ
べ
き
も
の
、
考
察
を
要
す
る
も
の
を
示

す
よ
う
に
と
の
こ
と
。
憲
法
一
事
の
如
く
は
、
現
在
は
宣
言
し
て

表
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
国
の
や
り
方
が
如
何
な
る
も

の
か
考
察
す
べ
き
で
あ
る
、
採
択
に
備
え
る
よ
う
に
、
と
の
こ
と

だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
も
ま
だ
、
憲
法
調
査
の
計
画
は
「
表
に
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
視
察
五
大
臣
が
一
同
に
介
し
て
の
召

見
で
あ
っ
た
が
、
戴
鴻
慈
の
日
記
に
は
「
注
意
深
く
考
察
し
採
択
に
備

え
よ
」
と
訓
示
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る（

（11
（

。
憲
法
に
つ
い
て

の
訓
示
が
、
載
沢
・
紹
英
・
徐
世
昌
一
行
に
の
み
行
な
わ
れ
、
端
方
・

戴
鴻
慈
一
行
に
な
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
同
じ
訓
示
で
あ
っ
て
も
視
察

対
象
に
「
日
本
の
立
憲
」
が
あ
る
こ
と
を
知
る
紹
英
の
受
け
止
め
方
が
、

戴
鴻
慈
と
違
っ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
端
方
も
ま

た
、
こ
こ
で
憲
法
に
つ
い
て
訓
示
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

　
視
察
へ
の
出
発
予
定
だ
っ
た
九
月
二
四
日
は
爆
破
事
件
が
起
き
、
端

方
一
行
の
出
発
は
十
二
月
七
日
に
繰
り
延
べ
に
な
っ
た
。
九
日
、「
陛

下
が
別
れ
を
告
げ
る
日
、
皇
太
后
の
訓
示
は
、
あ
た
か
も
切
に
各
国
憲

政
の
考
察
を
要
請
し
、
帰
来
後
の
施
行
を
冀
う
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
尚
も
成
立
の
望
み
が
あ
る
」
と
、
張
之
洞
に
端
方
か
ら
電
文
が

届
い
て
い
る（

（1（
（

。
西
太
后
が
憲
法
視
察
を
望
む
気
配
を
端
方
が
察
知
し
た

の
は
、
十
二
月
の
出
発
前
の
召
見
で
あ
っ
た
。
端
方
一
行
は
十
七
日
に

上
海
に
到
着
し
、
張
謇
と
趙
鳳
昌
と
会
談
し
て
い
る
が
、
張
謇
の
翌
日

の
日
記
に
は
、「
思
う
に
、
端
方
の
言
う
立
憲
の
気
が
未
だ
絶
え
て
い

な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
が
延
び
る
所
以
も
有
る
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る（

（10
（

。

ま
た
、
会
談
の
中
で
趙
鳳
昌
は
、「
日
露
講
和
へ
の
参
与
を
欲
す
る
も

成
功
せ
ず
、
視
察
へ
の
派
遣
を
改
め
た
。
朝
廷
の
立
憲
は
、
や
は
り
う

わ
べ
だ
け
の
先
延
ば
し
の
計
画
で
あ
っ
て
、
革
命
も
つ
い
に
は
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。早
め
に
戻
っ
て
両
江
総
督
の
席
を
得
た
ら
ど
う
だ
」

と
端
方
に
述
べ
た
と
し
て
い
る（

（10
（

。
出
発
後
も
な
お
、
朝
廷
の
「
立
憲
」

の
意
向
の
有
無
に
つ
い
て
、
端
方
ら
は
確
信
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
九
月
の
出
発
前
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
朝
廷
に

お
い
て
も
「
立
憲
」
の
気
運
は
高
ま
っ
て
い
た
。

　「
革
命
党
」
の
呉
樾
が
、
海
外
政
治
視
察
に
発
つ
五
大
臣
の
暗
殺
を
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1（

主
大
権
に
つ
い
て
述
べ
た（

（（1
（

。
端
方
一
行
は
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
ロ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
を
視
察
し
た
。
日
本
に
亡
命
し
て
い

た
梁
啓
超
が
起
草
し
た
帰
国
後
の
上
奏
は（

（（（
（

、
前
年
の
唐
文
治
の
上
奏
と

同
様
、
憲
法
制
定
の
前
に
官
制
改
革
を
行
う
よ
う
訴
え
る
も
の
で
あ
っ

た（
（（0
（

。
一
九
〇
六
年
九
月
一
日
、「
ま
ず
は
官
制
を
そ
れ
ぞ
れ
議
定
し

…
…
以
て
、
立
憲
準
備
の
基
礎
と
す
る
」
と
上
諭
が
下
さ
れ（

（（0
（

、
翌
日
、

編
纂
官
制
館
が
設
立
さ
れ
る（

（（1
（

。

お
わ
り
に

　
一
九
〇
二
年
、
載
振
名
義
で
唐
文
治
が
作
成
し
た
『
英
軺
日
記
』
に

よ
り
、
君
主
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定
を
保
証
す
る
日
本
の
「
憲
法
」

が
伝
え
ら
れ
る
。
一
九
〇
四
年
、
張
謇
ら
は
、
日
本
の
憲
法
を
参
照
し

な
が
ら
内
廷
に
「
立
憲
」
を
訴
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
漏
れ
伝
わ
っ
て

き
た
西
太
后
や
慶
親
王
の
反
応
は
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
〇
五
年
、
清
朝
は
日
露
戦
争
の
講
和
会
議
へ
の
参
加
を
画
策
し
、

高
官
の
海
外
派
遣
の
準
備
を
進
め
る
が
、
参
加
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
そ
こ
で
、
慶
親
王
よ
り
政
治
視
察
を
海
外
派

遣
の
名
目
と
す
る
案
が
提
案
さ
れ
、
続
き
そ
の
視
察
対
象
に
憲
法
が
提

案
さ
れ
、
合
わ
せ
て
唐
文
治
の
草
稿
が
進
呈
さ
れ
る
。
視
察
大
臣
の
一

人
に
任
命
さ
れ
た
載
沢
は
、
海
外
派
遣
が
命
じ
ら
れ
る
と
す
ぐ
、「
日

本
の
立
憲
」
を
視
察
対
象
と
し
て
意
識
し
た
。
載
沢
が
視
察
に
向
か
っ

た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
を
除
く
載
振
と
唐
文
治
ら
が
訪
問
し
た
四
カ
国
で

あ
り
、
視
察
中
、
帰
国
後
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
主
な
関
心
は
、

企
て
た
爆
破
事
件
が
起
こ
る
と
、
唐
文
治
は
す
ぐ
に
「
請
立
憲
摺
」
を

密
奏
し（

（11
（

、「
今
日
危
局
の
挽
回
を
欲
し
、
努
め
て
自
強
を
計
画
す
る
と

し
て
も
、
日
本
に
倣
い
立
憲
政
体
に
改
定
し
な
け
れ
ば
効
果
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
、
政
体
の
変
更
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、「
各
国
の
憲
法
に
は

均
し
く
君
主
神
聖
不
可
侵
犯
の
条
が
あ
り
、
日
本
憲
法
の
最
初
の
条
目

で
は
、
天
皇
は
万
世
一
系
で
統
治
権
を
手
中
に
有
す
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
」、「
権
力
は
政
府
に
集
ま
り
、
国
の
政
令
は
た
だ
一
つ
に
統
べ

ら
れ
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
、『
英
軺
日
記
』
で
述
べ
た
日

本
の
憲
法
を
改
め
て
述
べ
、「
立
憲
は
政
体
を
改
め
る
と
雖
も
、
国
体

を
尊
崇
す
る
に
適
し
た
も
の
で
、且
つ
日
本
も
ま
た
君
権
の
国
で
あ
り
、

立
憲
以
後
、
皇
室
の
高
貴
で
権
勢
を
増
す
こ
と
は
過
去
を
越
え
て
い
ま

す
」
と
、
立
憲
政
体
へ
の
移
行
は
日
本
と
同
様
、
君
主
大
権
を
規
定
し
、

皇
位
安
定
を
保
証
す
る
と
建
議
し
た
。
ま
た
、「
施
行
の
一
切
の
詳
細

な
や
り
方
に
至
っ
て
は
、
政
務
処
が
各
国
の
憲
法
を
参
考
に
其
れ
の
中

国
の
情
況
と
近
い
も
の
を
選
ぶ
べ
き
」
と
し
、「
立
憲
大
綱
規
則
四
条
」

を
付
し
た（

（10
（

。
唐
文
治
の
密
奏
は
、
西
太
后
と
光
緒
帝
の
も
と
に
留
め
ら

れ（
（10
（

、
唐
文
治
の
訴
え
に
呼
応
す
る
よ
う
に
十
一
月
十
八
日
、
立
憲
大
綱

を
策
定
す
る
よ
う
政
務
処
に
上
諭
が
下
り（

（10
（

、
二
五
日
に
は
、
政
務
処
王

大
臣
に
、
考
察
政
治
館
を
設
立
し
、「
各
国
政
法
の
中
国
の
統
治
形
態

と
適
合
す
る
も
の
を
選
ぶ
」
よ
う
上
諭
が
下
っ
た（

（10
（

。

　
十
二
月
十
一
日
、
北
京
を
発
っ
た
載
沢
一
行
は
、
一
九
〇
二
年
に
戴

振
と
唐
文
治
ら
が
視
察
し
た
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン

ス
を
訪
れ
た
。
伊
藤
博
文
と
の
会
見
で
は
憲
法
に
お
け
る
君
主
大
権
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ（

（10
（

、
帰
国
後
の
上
奏
で
は
主
に
立
憲
制
に
お
け
る
君
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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

1（

憲
法
が
規
定
す
る
君
主
大
権
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
「
憲
法
」

と
は
、
唐
文
治
が
報
告
し
た
よ
う
に
君
主
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定

を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
視
察
大
臣
唯
一
の
皇
族
で
あ
る
載

沢
に
、そ
の
再
調
査
の
使
命
は
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　
慶
親
王
が
政
治
視
察
の
目
的
と
し
て
憲
法
を
提
議
し
た
の
は
七
月

十
四
日
で
あ
る
。
十
六
日
に
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
り
、
二
六
日
に

載
沢
が
召
見
さ
れ
る
。
こ
の
間
に
、
視
察
目
的
に
憲
法
や
憲
政
を
含
む

方
針
は
一
定
程
度
定
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
従
来
、
視
察
目
的
に
憲

法
や
憲
政
が
浮
上
し
た
要
因
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た（

（（0
（

在
外
公
使
（
出

使
大
臣
）
や
地
方
大
官
の
「
立
憲
」
上
奏
の
う
ち
、
そ
れ
以
前
に
上
奏

さ
れ
た
も
の
は
限
ら
れ
て
い
る（

（（0
（

。
特
に
、「
立
憲
之
起
源
」
や
「
立
憲

之
原
始
」
と
さ
れ
た
地
方
大
官
に
よ
る
「
立
憲
」
上
奏
は
報
道
が
あ
っ

た
の
み
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、
そ
の
真
偽
に

か
か
わ
ら
ず
、
上
奏
の
報
道
と
視
察
団
の
派
遣
決
定
、
そ
れ
を
受
け
て

加
熱
し
た
新
聞
紙
上
で
の
「
立
憲
」
議
論
が
、
在
野
に
お
い
て
、
視
察

の
目
的
が
「
立
憲
」
に
あ
る
と
の
認
識
を
促
し
て
い
っ
た
の
も
事
実
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、「
立
憲
」
上
奏
の
報
道
は
、
革
命
派
の
呉
樾
に
よ
る

爆
破
事
件
を
引
き
起
こ
し
、さ
ら
に
爆
破
事
件
が
、朝
廷
に
お
け
る
「
立

憲
」
気
運
を
高
め
た
の
で
あ
る
。
視
察
決
定
後
に
「
政
体
を
維
持
」
す

る
べ
く
、
官
制
改
革
案
を
上
奏
し
て
い
た
唐
文
治
は
、
爆
破
事
件
の
直

後
に
は
政
体
変
更
、
す
な
わ
ち
「
立
憲
」
を
密
奏
し
、「
立
憲
大
綱
」

案
を
付
す
。
そ
し
て
、
視
察
団
の
出
発
前
ま
で
に
、
政
務
処
に
立
憲
大

綱
策
定
と
考
察
政
治
館
設
立
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
予
定

さ
れ
て
い
た
出
発
日
以
前
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
爆
破
事
件
の
後
、

よ
り
重
要
性
を
増
し
た
「
立
憲
」
視
察
の
報
告
を
待
ち
受
け
る
、
朝
廷

の
準
備
で
あ
る
。

　
従
来
、
海
外
政
治
視
察
団
派
遣
決
定
に
果
た
し
た
役
割
が
重
視
さ
れ

て
い
た
、
袁
世
凱
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
大
官
や
在
外
公
使
は
、
す
で

に
一
九
〇
一
年
に
政
治
視
察
を
上
奏
し
て
い
る
。
そ
れ
が
実
現
し
た
の

だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

（（0
（

、
視
察
団
派
遣
決
定
後

に
袁
世
凱
ら
が
そ
の
人
選
や
費
用
の
工
面
等
、
実
施
に
向
け
て
積
極
的

に
役
割
を
果
た
し
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
九
〇
五
年
七
月

の
視
察
団
派
遣
決
定
に
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
は
言
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
海
外
政
治
視
察
に
抱
い
た
期
待
が
、
そ
の

視
察
目
的
と
一
致
し
て
い
た
の
か
否
か
も
問
題
と
な
る
。

　
張
之
洞
や
袁
世
凱
は
、「
立
憲
」を
自
ら
上
奏
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
が
意
義
を
認
め
た
「
立
憲
」
構
想
は
、
政
体
変
更
や
憲
法
制
定
を

内
外
に
宣
言
し
、
改
革
実
施
を
約
束
す
る
こ
と
で
あ
り
、
改
革
の
具
体

的
な
構
想
や
議
論
は
、
そ
の
宣
言
の
後
に
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要
請
と
海
外
政
治
視
察
団
派
遣

決
定
を
受
け
上
奏
し
た
の
は
、「
地
方
自
治
」
実
施
に
向
け
た
準
備
で

あ
っ
た
。「
立
憲
」
と
は
憲
法
制
定
の
宣
言
で
あ
り
、
そ
の
宣
言
を
望

む
の
は
改
革
実
施
の
確
約
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
得
て
ま
ず
着

手
す
る
の
は
「
地
方
自
治
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
立
憲
」

の
目
的
は
「
地
方
自
治
」
の
実
施
に
あ
っ
た
。
詳
細
な
検
討
は
稿
を
改

め
る
が
、
こ
こ
で
の
「
地
方
自
治
」
と
は
、
従
来
は
制
度
外
に
あ
る
紳

士
、
す
な
わ
ち
非
行
政
区
画
で
あ
る
郷
村
の
官
職
を
持
た
な
い
有
力
者

の
政
治
参
加
を
、
近
代
的
法
体
系
に
則
り
制
度
化
す
る
構
想
で
あ
る
。
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。
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1（

権
力
の
集
中
を
志
向
し
、「
請
改
定
官
制
摺
」
で
は
、
現
状
「
職
権
は

統
一
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
改
め
る
の
が
「
立
憲
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
戊
戌
変
法
の
時
と
同
じ
く
、
改
革
が
中
央
政
府
の
権

限
強
化
へ
と
向
か
う
こ
と
も
、
そ
れ
が
地
方
大
官
の
改
革
構
想
と
相
反

す
る
こ
と
も
必
至
だ
ろ
う
。
視
察
団
帰
国
後
、「
立
憲
」
準
備
の
上
諭

が
下
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
発
し
た
朝
廷
と
、
そ
れ
を
受
け
止

め
た
側
で
は
、「
立
憲
」
の
目
的
が
異
な
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
視
察
団
出
発
前
の
唐
文
治
の
密
奏
で
は
、
議
院
の
設
立
や

選
挙
の
実
施
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
視
察
団
派
遣
決
定
後

の
在
外
公
使
連
名
で
の
上
奏（

（（0
（

で
も
、
地
方
自
治
の
実
施
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
載
沢
も
君
主
大
権
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
の
他
の

側
面
に
も
目
を
向
け
た
で
あ
ろ
う
し
、
事
前
の
認
識
と
実
際
の
視
察
で

観
取
し
た
も
の
の
相
違
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
方
、
朝
廷
に
「
立
憲
」

の
意
志
あ
り
と
確
信
を
持
た
な
い
ま
ま
視
察
へ
と
向
か
っ
た
端
方
ら
の

「
立
憲
」、
上
奏
起
草
を
請
け
負
っ
た
梁
啓
超
の
「
立
憲
」
も
あ
る
。
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
た
、
朝
廷
内
外
、
様
々
な
立
場
か
ら
の
「
立
憲
」
と
改

革
構
想
の
行
方
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

そ
の
目
的
は
、「
広
範
な
意
見
聴
取
、
議
政
機
関
の
創
出
、
人
材
抜
擢
」

の
実
現
と
言
え
、
こ
れ
が
「
立
憲
」
の
目
的
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

報
刊
等
で
主
張
さ
れ
た
「
立
憲
」
も
目
的
は
同
様
だ
ろ
う
。
当
時
の
報

道
に
お
い
て
も
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、「
変
法
」
と
「
立
憲
」
が

混
同
な
い
し
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
表

れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
張
之
洞
や
袁
世
凱
ら
地
方
大
官
か
ら
す
れ
ば
、
朝
廷
が
敢

然
と
改
革
を
進
め
る
意
思
を
示
す
な
ら
ば
、
改
革
の
旗
印
を
「
変
法
」

か
ら
「
立
憲
」
へ
と
改
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
張
之
洞
は
、「
皆

が
変
法
と
言
う
」
の
み
で
は
改
革
の
進
展
が
望
め
な
い
な
ら
ば
、「
国

体
を
述
べ
る
」
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、「
朝
廷
は
し
ば

し
ば
明
ら
か
に
詔
を
下
し
、
努
め
て
変
法
を
図
り
鋭
意
振
興
す
る
も
、

規
模
は
具
わ
っ
た
と
雖
も
実
効
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
」
が
ゆ
え（

（（0
（

、

海
外
に
政
治
視
察
団
を
派
遣
す
る
と
上
諭
が
下
さ
れ
た
。
改
革
の
展
望

が
開
け
て
き
た
な
ら
ば
、
具
体
的
な
改
革
案
を
上
奏
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
っ
て
、
あ
え
て
政
体
変
更
を
上
奏
す
る
危
険
を
冒
す
必
要
は
な
い
。

派
遣
決
定
後
に
官
制
改
革
を
訴
え
た
唐
文
治
の
上
奏
で
す
ら
、「
政
体

を
維
持
す
る
」
こ
と
が
目
的
と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
朝
廷
に
と
っ
て
の
「
立
憲
」
と
は
、
憲
法
の
制
定
に
よ
り
、

君
主
大
権
を
規
定
し
、
皇
位
安
定
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
広
範

な
意
見
聴
取
、
議
政
機
関
の
創
出
、
人
材
抜
擢
」
の
実
現
で
は
な
い
。

唐
文
治
が
見
た
日
本
の
憲
法
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
専
制
君
主
制
を
近
代

的
法
体
系
に
則
り
制
度
化
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
載
沢
に
託
さ
れ

た
「
立
憲
」
視
察
は
、そ
の
確
認
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
文
治
は
、
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1（

註（
1
）　
岡
本
隆
司
『
李
鴻
章
―
―
東
ア
ジ
ア
の
近
代
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
一
九
二
頁
。

　（
2
）　
以
上
の
前
提
は
、
拙
著
『
清
末
政
治
史
の
再
構
成
―
―
日
清
戦
争
か

ら
戊
戌
政
変
ま
で
―
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
に
基
づ
く
。

　（
（
）　
清
末
中
国
の
政
治
構
造
を
「
地
方
分
権
」
と
す
る
も
の
と
し
て
、
次

の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。『
清
国
行
政
法
（
第
一
巻
）』
汲
古
書
院
、

一
九
七
二
年
版
、
四
八
―
五
〇
頁
（
当
該
箇
所
「
分
権
国
家
ノ
制
」
の

執
筆
者
で
あ
る
狩
野
直
喜
『
清
朝
の
制
度
と
文
学
』〔
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
四
年
、
二
九
二
頁
も
ほ
ぼ
同
内
容
〕）。
市
古
宙
三
『
近
代
中
国

の
政
治
と
社
会
〔
増
補
版
〕』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、

三
四
八
頁
。

　（
（
）　
本
論
第
一
章
第
二
節
参
照
。

　（
（
）　
岡
本
隆
司
「
清
」
冨
谷
至
・
森
田
憲
司
編
『
概
説
中
国
史 

下 

近
世

―
近
現
代
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
五
頁
。

　（
（
）　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、「
近
代
化
、
中
央
集
権
的
政
治
シ
ス
テ

ム
の
建
設
を
志
向
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
分
権
的
状
況
が

出
現
し
、
そ
れ
が
容
易
に
は
収
束
し
な
か
っ
た
」
理
由
が
検
討
対
象
と

さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
が
（
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と

地
域
社
会
―
―
立
憲
・
地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー
ト
』
研
文
出
版
、

二
〇
一
〇
年
、
八
頁
）、
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
未
だ
明
確
で
は
な
く
、

そ
の
現
状
は
前
註
の
よ
う
な
概
説
書
に
お
け
る
記
述
に
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
。

　（
（
）　
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
第
二
六
冊
〔
光

緒
二
六
年
〕）』、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
（
以
下
、『
光

緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
巻
次
）』
と
略
記
）、
文
書
番
号
一
八
〇
四
。

　（
（
）　
従
来
、
こ
の
上
奏
は
『
時
報
』
報
道
（
次
註
参
照
）
で
の
み
存
在
が

確
認
さ
れ
て
お
り
（
例
え
ば
、
侯
宜
傑
『
二
十
世
紀
初
中
国
政
治
改
革

風
潮
―
―
清
末
立
憲
運
動
史
』〔
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一

年
〈
初
版
一
九
九
三
年
、
以
下
、
侯
宜
傑
『
立
憲
運
動
史
』
と
略
記
〉、

二
〇
頁
〕、
李
細
珠
『
張
之
洞
与
清
末
新
政
研
究
』〔
中
国
社
会
科
学
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
〈
初
版
二
〇
〇
三
年
、
以
下
、
李
細
珠
『
張
之
洞

与
清
末
新
政
』
と
略
記
〉、
二
六
八
頁
〕、
同
前
『
地
方
督
撫
与
清
末
新

政
研
究
―
―
晩
清
権
力
格
局
再
研
究
』〔
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
〈
以
下
、
李
細
珠
『
督
撫
与
清
末
新
政
』
と
略
記
〉、

一
三
九
頁
〕
な
ど
）、
上
奏
の
時
期
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
中
国
第
一

歴
史
檔
案
館
編
『
清
代
軍
機
処
随
手
登
記
檔
（
第
一
五
八
冊
）』（
北
京
、

国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
頁
）
を
見
る
に
、
上
奏
が 

あ
っ
た
の
は
一
九
〇
一
年
八
月
二
四
日
（
光
緒
二
七
年
七
月
十
一
日
）

だ
ろ
う
。「
上
奏
通
り
変
法
事
務
に
あ
た
れ
」と
硃
批
が
あ
る
。
た
だ
し
、

原
文
を
確
認
で
き
る
の
は
『
時
報
』
報
道
の
み
で
あ
る
。

　（
（
）　「
追
録
李
木
斎
星
使
条
陳
変
法
摺
」『
時
報
』
光
緒
三
一
年
十
一
月
二

日
（
一
九
〇
五
年
十
一
月
二
八
日
）。

　（
10
）　「
辛
丑
九
月
初
三
日
致
出
使
日
本
大
臣
李
」『
張
之
洞
檔
案
』
中
国
社

会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
図
書
館
所
蔵
（
以
下
、『
張
之
洞
檔
案
』
と

略
記
〔
李
細
珠
『
張
之
洞
与
清
末
新
政
』
二
六
八
頁
、
李
細
珠
『
督
撫

与
清
末
新
政
』
一
三
九
頁
参
照
〕）。『
張
之
洞
檔
案
』
は
中
国
社
会
科

学
院
近
代
史
研
究
所
編
著
『
近
代
史
所
蔵
清
代
名
人
稿
本
抄
本
（
第
二

輯
）』（
大
象
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　（
11
）　「
臚
挙
人
材
摺
（
光
緒
二
七
年
十
二
月
一
日
）」
趙
徳
馨
主
編
『
張
之

洞
全
集
（
四
）』
武
漢
出
版
社
、二
〇
〇
八
年
（
以
下
、『
張
之
洞
全
集
（
巻

次
）』
と
略
記
）、
四
八
頁
。

　（
12
）　『
端
方
檔
案
』
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
（
張
海
林
『
端
方
与
清

末
新
政
』
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
五
頁
参
照
）。

　（
1（
）　『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』（
李
明
勛
・
尤
世
瑋
主
編
『
張
謇
全
集
（
八
）』

上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
〔
以
下
、『
張
謇
全
集
（
巻
次
）』
と

略
記
〕参
照
）の
光
緒
三
十
年
四
月（
一
九
〇
四
年
五
―
六
月
）の
項
に
、

_史学研究303.indb   19 19/07/22   13:41



　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

1（

註（
1
）　
岡
本
隆
司
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、

二
〇
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一
年
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一
九
二
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。
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）　
以
上
の
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提
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、
拙
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『
清
末
政
治
史
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成
―
―
日
清
戦
争
か

ら
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戌
政
変
ま
で
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汲
古
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、
二
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一
七
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に
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。
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清
末
中
国
の
政
治
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造
を
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地
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分
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」
と
す
る
も
の
と
し
て
、
次

の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。『
清
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行
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法
（
第
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汲
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書
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、

一
九
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版
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〇
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、
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四
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、
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古
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京
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本
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第
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司
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冨
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憲
司
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概
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代
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和
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二
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五
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。
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従
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の
研
究
に
お
い
て
は
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、
中
央
集
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的
政
治
シ
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テ

ム
の
建
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を
志
向
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た
に
も
か
か
わ
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ず
、
現
実
に
は
分
権
的
状
況
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出
現
し
、
そ
れ
が
容
易
に
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か
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た
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が
検
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と
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史
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光
緒
宣
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朝
上
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六
冊
〔
光

緒
二
六
年
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西
師
範
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学
出
版
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一
九
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六
年
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以
下
、『
光

緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
巻
次
）』
と
略
記
）、
文
書
番
号
一
八
〇
四
。
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（
）　
従
来
、
こ
の
上
奏
は
『
時
報
』
報
道
（
次
註
参
照
）
で
の
み
存
在
が

確
認
さ
れ
て
お
り
（
例
え
ば
、
侯
宜
傑
『
二
十
世
紀
初
中
国
政
治
改
革

風
潮
―
―
清
末
立
憲
運
動
史
』〔
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一

年
〈
初
版
一
九
九
三
年
、
以
下
、
侯
宜
傑
『
立
憲
運
動
史
』
と
略
記
〉、

二
〇
頁
〕、
李
細
珠
『
張
之
洞
与
清
末
新
政
研
究
』〔
中
国
社
会
科
学
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
〈
初
版
二
〇
〇
三
年
、
以
下
、
李
細
珠
『
張
之
洞

与
清
末
新
政
』
と
略
記
〉、
二
六
八
頁
〕、
同
前
『
地
方
督
撫
与
清
末
新

政
研
究
―
―
晩
清
権
力
格
局
再
研
究
』〔
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、

二
〇
一
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年
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以
下
、
李
細
珠
『
督
撫
与
清
末
新
政
』
と
略
記
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ど
）、
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時
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史
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編
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記
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（
第
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冊
）』（
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京
、

国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
頁
）
を
見
る
に
、
上
奏
が 

あ
っ
た
の
は
一
九
〇
一
年
八
月
二
四
日
（
光
緒
二
七
年
七
月
十
一
日
）

だ
ろ
う
。「
上
奏
通
り
変
法
事
務
に
あ
た
れ
」と
硃
批
が
あ
る
。
た
だ
し
、

原
文
を
確
認
で
き
る
の
は
『
時
報
』
報
道
の
み
で
あ
る
。

　（
（
）　「
追
録
李
木
斎
星
使
条
陳
変
法
摺
」『
時
報
』
光
緒
三
一
年
十
一
月
二

日
（
一
九
〇
五
年
十
一
月
二
八
日
）。

　（
10
）　「
辛
丑
九
月
初
三
日
致
出
使
日
本
大
臣
李
」『
張
之
洞
檔
案
』
中
国
社

会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
図
書
館
所
蔵
（
以
下
、『
張
之
洞
檔
案
』
と

略
記
〔
李
細
珠
『
張
之
洞
与
清
末
新
政
』
二
六
八
頁
、
李
細
珠
『
督
撫

与
清
末
新
政
』
一
三
九
頁
参
照
〕）。『
張
之
洞
檔
案
』
は
中
国
社
会
科

学
院
近
代
史
研
究
所
編
著
『
近
代
史
所
蔵
清
代
名
人
稿
本
抄
本
（
第
二

輯
）』（
大
象
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　（
11
）　「
臚
挙
人
材
摺
（
光
緒
二
七
年
十
二
月
一
日
）」
趙
徳
馨
主
編
『
張
之

洞
全
集
（
四
）』
武
漢
出
版
社
、二
〇
〇
八
年
（
以
下
、『
張
之
洞
全
集
（
巻

次
）』
と
略
記
）、
四
八
頁
。

　（
12
）　『
端
方
檔
案
』
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
（
張
海
林
『
端
方
与
清

末
新
政
』
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
五
頁
参
照
）。

　（
1（
）　『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』（
李
明
勛
・
尤
世
瑋
主
編
『
張
謇
全
集
（
八
）』

上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
〔
以
下
、『
張
謇
全
集
（
巻
次
）』
と

略
記
〕参
照
）の
光
緒
三
十
年
四
月（
一
九
〇
四
年
五
―
六
月
）の
項
に
、
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　（
21
）　「
遵
旨
敬
陳
管
見
摺
（
光
緒
三
十
年
八
月
）」『
林
文
直
公
奏
稿
』
巻
二
、

三
三
―
三
四
頁
。 

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
光
緒
朝
硃
批
奏
摺
（
第

一
二
〇
輯
）』（
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
、
文
書
番
号
〇
二
〇
）
に
、

光
緒
三
十
年
八
月
十
九
日（
一
九
〇
四
年
九
月
二
八
日
）の
上
奏
と
あ
る
。

　（
22
）　『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
三
一
年
正
月
癸
巳
（
一
九
〇
五
年
二
月

二
三
日
）。

　（
2（
）　 

註
（
（
）
に
同
じ
。

　（
2（
）　 

註
（
1（
）
に
同
じ
、
一
二
〇
頁
。

　（
2（
）　『
憲
政
初
綱
（
東
方
雑
誌
臨
時
増
刊
）』
光
緒
三
二
年
一
二
月

（
一
九
〇
七
年
一
月
）、「
立
憲
紀
聞
」
一
頁
。
続
き
、「
六
月
初
四
日

〔
一
九
〇
五
年
七
月
六
日
〕」
に
上
諭
が
下
っ
た
と
あ
る
が
、
視
察
団
派

遣
の
上
諭
は
光
緒
三
一
年
六
月
十
四
日
（
一
九
〇
五
年
七
月
十
六
日
）

の
も
の
で
あ
る
（
註
（（
）。

　（
2（
）　『
憲
政
雑
誌
（
第
一
期
）』
光
緒
三
二
年
十
一
月
一
日
、
一
五
五
頁
。

　（
2（
）　
同
前
書
、
一
五
七
頁
。
続
き
、「
七
月
初
一
日
（
一
九
〇
五
年
八
月

一
日
）」
に
視
察
団
派
遣
の
上
諭
が
下
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
誤
り
で
あ

る
（
註
2（
参
照
）。

　（
2（
）　『
時
報
』
光
緒
三
一
年
五
月
三
十
日
。

　（
2（
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
六
月
二
七
日
（
光
緒
三
一
年
五
月

二
五
日
）。
こ
れ
は
「
立
憲
政
体
に
関
す
る
建
議
」
と
題
す
、「
二
十
六

日
北
京
特
派
員
発
」
の
記
事
で
あ
る
。
当
時
の
北
京
特
派
員
は
土
屋
元

作
で
あ
っ
た
。
同
紙
一
九
〇
五
年
三
月
十
一
日
に
転
任
の
広
告
が
出
て

い
る
。
駐
在
期
間
は
、
秋
ま
で
と
短
い
（
日
出
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
編

『
ロ
ー
タ
リ
ー
の
日
本
化 

大
夢
翁 

土
屋
元
作
伝
』
日
出
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
、
一
九
八
九
年
、
一
一
五
頁
）。
情
報
の
入
手
経
路
等
は
不
明
で

あ
る
。

　（
（0
）　『
光
緒
朝
東
華
録
』
も
光
緒
三
一
年
六
月
壬
戌
（
一
九
〇
六
年
七
月

二
二
日
）
を
袁
世
凱
の
上
奏
日
と
す
る
。『
諭
摺
彙
存
』
も
光
緒
三
一

「
張
之
洞
・
魏
光
燾
の
た
め
に
『
請
立
憲
奏
稿
』
を
起
稿
し
た
」
と
あ
る
。

『
柳
西
草
堂
日
記
』（
同
前
書
参
照
）
に
は
、
五
月
七
日
に
張
之
洞
と
魏

光
燾
、
十
一
日
・
十
三
日
に
張
之
洞
と
会
っ
た
と
あ
り
、
十
三
日
に
は
、

「
立
憲
」
に
つ
い
て
話
し
た
と
あ
る
（
光
緒
三
十
年
三
月
二
三
日
・

二
六
日
・
二
八
日
）。

　（
1（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
十
年
四
月
三
日
―
二
九
日
（
一
九
〇
四

年
五
月
十
七
日
―
六
月
十
二
日
）。

　（
1（
）　『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』
光
緒
三
十
年
五
月
（
一
九
〇
四
年
六
―
七
月
）。

張
謇
が
袁
世
凱
に
書
信
を
送
っ
た
と
す
る
の
は
六
月
二
六
日
で
あ
る

（『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
十
年
五
月
十
三
日
）。

　（
1（
）　「
与
湯
寿
潜
趙
鳳
昌
改
定
立
憲
奏
稿
」『
張
謇
全
集
（
一
）』
一
一
八

―
一
一
九
頁
。
国
家
図
書
館
善
本
部
編
『
趙
鳳
昌
蔵
札
（
十
）』（
国
家

図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
五
四
七
―
五
七
七
頁
）
に
稿
本
と
草

稿
の
影
印
が
あ
る
。

　（
1（
）　『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』
光
緒
三
十
年
四
月
（
一
九
〇
五
年
五
―
六
月
）。

　（
1（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
十
年
三
月
二
七
日
。

　（
1（
）　「
滇
督
撫
丁
振
鐸
林
紹
年
致
枢
垣
日
俄
将
戦
中
国
必
受
其
殃
請
速
変

法
以
挽
危
局
電
（
光
緒
二
九
年
十
二
月
四
日
）」『
清
季
外
交
史
料
』
巻

一
八
一
、一
―
二
頁
。

　（
20
）　「
出
使
法
国
大
臣
孫
上
政
務
処
書
」『
東
方
雑
誌
（
第
七
期
）』
光
緒

三
十
年
七
月
二
日
（
一
九
〇
四
年
八
月
十
二
日
）、
八
二
頁
。
こ
の
上

奏
の
原
文
は
報
道
で
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
り
、
正
確
な
上
奏
日
も
不

明
で
あ
る
。
最
初
に
上
奏
を
報
道
し
た
の
は
一
九
〇
四
年
六
月
二
日（
光

緒
三
十
年
四
月
十
九
日
）
の
『
大
公
報
』
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
全
文

が
連
載
掲
載
さ
れ
た
（『
大
公
報
』
一
九
〇
四
年
八
月
七
―
十
一
日
（
光

緒
三
十
年
六
月
二
六
―
七
月
一
日
）。
連
載
最
終
日
の
末
尾
に
は
、「
按

ず
る
に
政
務
処
は
決
し
て
取
り
次
ぎ
奏
上
し
て
い
な
い
と
聞
く
」
と
あ

る
。
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年
六
月
二
一
日（
同
年
七
月
二
三
日
）に
袁
世
凱
上
奏
を
報
じ
て
い
る
。

　（
（1
）　『
時
報
』
光
緒
三
一
年
六
月
二
十
日
。

　（
（2
）　「
分
飭
官
紳
赴
日
本
遊
歴
片
（
光
緒
三
一
年
六
月
十
八
日
）」
駱
宝
善
・

劉
路
生
主
編
『
袁
世
凱
全
集
（
十
三
）』
河
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三

年
（
以
下
、『
袁
世
凱
全
集
（
巻
次
）』
と
略
記
）、
文
書
番
号
十
三
―

一
〇
七
一
。
註
（
（0
）
の
史
料
に
従
え
ば
、
こ
れ
が
届
い
た
の
が
二
二

日
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　（
（（
）　「
光
緒
三
十
一
年
七
月
中
国
事
紀（
初
二
日
）」『
東
方
雑
誌（
第
九
期
）』

光
緒
三
一
年
九
月
二
五
日
、「
雑
俎
」
六
五
頁
。

　（
（（
）　「
致
袁
世
凱
函
（
光
緒
三
一
年
夏
）」『
張
謇
全
集
（
二
）』
一
四
一
―

一
四
二
頁
。

　（
（（
）　
呉
保
初
『
北
山
楼
集
』
黄
山
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
七
〇
頁

　（
（（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
一
年
八
月
二
三
日
。

　（
（（
）　『
張
謇
全
集（
二
）』は「
光
緒
三
一
年
夏
」の
書
簡
と
す
る
が（
註
（（
）、

張
怡
祖
（
張
考
若
）
編
『
張
季
子
九
録
』
に
は
「
光
緒
三
一
年
」
と
あ

る
の
み
で
あ
る
。『
張
謇
全
集
』
の
序
文
を
書
く
章
開
沅
は
、
こ
の
書

簡
を
呉
保
初
に
託
し
た
の
は
「
八
月
（
一
九
〇
五
年
九
月
）」
と
し
て

い
る
が
、
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
藤
岡
喜
久
男
訳
『
張
謇
伝
稿

―
―
中
国
近
代
化
の
パ
イ
オ
ニ
ア
―
―
』
東
方
書
店
、
一
九
八
九
年
、

一
八
一
頁
）。
侯
宜
傑
は
、
張
謇
が
袁
世
凱
に
書
信
を
送
っ
た
の
は
日

露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要
請
が
あ
っ
た
六
月
二
六
日
（
註
（（
参
照
）

以
前
と
す
る
が
、
そ
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（『
立
憲
運
動
史
』

三
八
頁
）。
侯
宜
傑
は
、
袁
世
凱
が
七
月
二
日
に
張
之
洞
・
周
馥
と
「
立

憲
」
を
会
奏
し
た
と
い
う
前
提
に
立
つ
が
ゆ
え
、「
立
憲
」
上
奏
を
促

す
張
謇
の
書
信
を
そ
れ
以
前
の
も
の
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　（
（（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
一
年
十
一
月
末
尾
。『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』

の
光
緒
三
一
年
十
一
月
に
も
同
内
容
の
記
載
が
あ
り
、「
袁
世
凱
は
風

向
き
を
う
か
が
い
決
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

　（
（（
）　
一
方
、
事
実
、
或
い
は
自
ら
の
認
識
や
得
た
情
報
に
反
し
、
袁
世
凱

に
よ
る
「
立
憲
」
上
奏
が
幾
度
も
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
張
謇
が

一
切
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
翌
一
九
〇
六
年
十
二
月
十
六
日

に
憲
政
研
究
会
の
機
関
紙
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
『
憲
政
雑
誌
』
も
ま
た
、

前
年
に
袁
世
凱
が
「
立
憲
」
を
上
奏
し
た
と
報
じ
た
の
で
あ
る
が
（
註

2（
・
2（
）、
張
謇
は
同
会
の
発
起
人
で
も
あ
る
（『
鄭
孝
胥
日
記
』
光
緒

三
二
年
八
月
六
日
〔
一
九
〇
六
年
九
月
二
三
日
〕）。
機
関
紙
の
内
容
に

ま
で
関
知
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
立
憲
の
気
運
を
高
め
る

べ
く
、
袁
世
凱
ら
有
力
総
督
に
よ
る
「
立
憲
」
主
張
を
望
む
張
謇
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
が
誤
報
で
あ
ろ
う
と
問
題
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　（
（0
）　『
時
報
』
光
緒
三
一
年
五
月
二
五
日
。

　（
（1
）　「
覆
軍
機
処（
光
緒
三
一
年
五
月
二
五
日
）」『
周
愨
慎
公
電
稿（
一
巻
）』

『
周
愨
慎
公
全
集
（
二
）』（
以
下
、『
周
馥
電
稿
』
と
略
記
）
一
―
三
頁
。

　（
（2
）　『
中
外
日
報
』
光
緒
三
一
年
七
月
三
日
。

　（
（（
）　「
外
務
部
来
電（
光
緒
三
一
年
五
月
二
一
日
到
）」『
周
馥
電
稿
』一
頁
。

『
清
季
外
交
史
料
』（
巻
一
九
〇
、
五
頁
）
に
、「
諭
各
督
撫
及
各
使
日

俄
議
和
中
国
応
如
何
因
応
著
各
抒
所
見
電
」
と
題
し
た
「
各
省
督
撫
」

で
は
な
く
「
該
大
臣
等
」
に
建
議
要
請
を
す
る
同
内
容
の
電
文
が
あ
り
、

光
緒
三
一
年
五
月
二
四
日
（
一
九
〇
五
年
六
月
二
六
日
）
の
も
の
と
し

て
い
る
。
侯
宜
傑
は
こ
れ
に
よ
り
、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要

請
を
二
六
日
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
註
（（
参
照
）。
中
国
第
一
歴

史
檔
案
館
編
『
清
代
軍
機
処
電
報
檔
彙
編
（
三
）』（
中
国
人
民
大
学
出

版
社
、二
〇
〇
五
年
、九
〇
頁
）
か
ら
も
二
種
の
電
文
が
確
認
で
き
る
。

　（
（（
）　「
粤
督
岑
来
電
（
光
緒
三
一
年
五
月
二
四
日
到
）」「
附
録
二 

梁
誠
使

美
所
遣
文
件
」
羅
香
林
『
梁
誠
的
出
使
美
国
』
文
海
出
版
社
、

一
九
七
九
年
、
二
九
三
頁
。

　（
（（
）　「
致
岑
制
軍
電
（
光
緒
三
一
年
六
月
一
日
発
）」
同
前
書
、二
九
四
頁
。
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年
六
月
二
一
日（
同
年
七
月
二
三
日
）に
袁
世
凱
上
奏
を
報
じ
て
い
る
。

　（
（1
）　『
時
報
』
光
緒
三
一
年
六
月
二
十
日
。

　（
（2
）　「
分
飭
官
紳
赴
日
本
遊
歴
片
（
光
緒
三
一
年
六
月
十
八
日
）」
駱
宝
善
・

劉
路
生
主
編
『
袁
世
凱
全
集
（
十
三
）』
河
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三

年
（
以
下
、『
袁
世
凱
全
集
（
巻
次
）』
と
略
記
）、
文
書
番
号
十
三
―

一
〇
七
一
。
註
（
（0
）
の
史
料
に
従
え
ば
、
こ
れ
が
届
い
た
の
が
二
二

日
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　（
（（
）　「
光
緒
三
十
一
年
七
月
中
国
事
紀（
初
二
日
）」『
東
方
雑
誌（
第
九
期
）』

光
緒
三
一
年
九
月
二
五
日
、「
雑
俎
」
六
五
頁
。

　（
（（
）　「
致
袁
世
凱
函
（
光
緒
三
一
年
夏
）」『
張
謇
全
集
（
二
）』
一
四
一
―

一
四
二
頁
。

　（
（（
）　
呉
保
初
『
北
山
楼
集
』
黄
山
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
七
〇
頁

　（
（（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
一
年
八
月
二
三
日
。

　（
（（
）　『
張
謇
全
集（
二
）』は「
光
緒
三
一
年
夏
」の
書
簡
と
す
る
が（
註
（（
）、

張
怡
祖
（
張
考
若
）
編
『
張
季
子
九
録
』
に
は
「
光
緒
三
一
年
」
と
あ

る
の
み
で
あ
る
。『
張
謇
全
集
』
の
序
文
を
書
く
章
開
沅
は
、
こ
の
書

簡
を
呉
保
初
に
託
し
た
の
は
「
八
月
（
一
九
〇
五
年
九
月
）」
と
し
て

い
る
が
、
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
藤
岡
喜
久
男
訳
『
張
謇
伝
稿

―
―
中
国
近
代
化
の
パ
イ
オ
ニ
ア
―
―
』
東
方
書
店
、
一
九
八
九
年
、

一
八
一
頁
）。
侯
宜
傑
は
、
張
謇
が
袁
世
凱
に
書
信
を
送
っ
た
の
は
日

露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要
請
が
あ
っ
た
六
月
二
六
日
（
註
（（
参
照
）

以
前
と
す
る
が
、
そ
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（『
立
憲
運
動
史
』

三
八
頁
）。
侯
宜
傑
は
、
袁
世
凱
が
七
月
二
日
に
張
之
洞
・
周
馥
と
「
立

憲
」
を
会
奏
し
た
と
い
う
前
提
に
立
つ
が
ゆ
え
、「
立
憲
」
上
奏
を
促

す
張
謇
の
書
信
を
そ
れ
以
前
の
も
の
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　（
（（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
一
年
十
一
月
末
尾
。『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』

の
光
緒
三
一
年
十
一
月
に
も
同
内
容
の
記
載
が
あ
り
、「
袁
世
凱
は
風

向
き
を
う
か
が
い
決
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

　（
（（
）　
一
方
、
事
実
、
或
い
は
自
ら
の
認
識
や
得
た
情
報
に
反
し
、
袁
世
凱

に
よ
る
「
立
憲
」
上
奏
が
幾
度
も
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
張
謇
が

一
切
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
翌
一
九
〇
六
年
十
二
月
十
六
日

に
憲
政
研
究
会
の
機
関
紙
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
『
憲
政
雑
誌
』
も
ま
た
、

前
年
に
袁
世
凱
が
「
立
憲
」
を
上
奏
し
た
と
報
じ
た
の
で
あ
る
が
（
註

2（
・
2（
）、
張
謇
は
同
会
の
発
起
人
で
も
あ
る
（『
鄭
孝
胥
日
記
』
光
緒

三
二
年
八
月
六
日
〔
一
九
〇
六
年
九
月
二
三
日
〕）。
機
関
紙
の
内
容
に

ま
で
関
知
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
立
憲
の
気
運
を
高
め
る

べ
く
、
袁
世
凱
ら
有
力
総
督
に
よ
る
「
立
憲
」
主
張
を
望
む
張
謇
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
が
誤
報
で
あ
ろ
う
と
問
題
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　（
（0
）　『
時
報
』
光
緒
三
一
年
五
月
二
五
日
。

　（
（1
）　「
覆
軍
機
処（
光
緒
三
一
年
五
月
二
五
日
）」『
周
愨
慎
公
電
稿（
一
巻
）』

『
周
愨
慎
公
全
集
（
二
）』（
以
下
、『
周
馥
電
稿
』
と
略
記
）
一
―
三
頁
。

　（
（2
）　『
中
外
日
報
』
光
緒
三
一
年
七
月
三
日
。

　（
（（
）　「
外
務
部
来
電（
光
緒
三
一
年
五
月
二
一
日
到
）」『
周
馥
電
稿
』一
頁
。

『
清
季
外
交
史
料
』（
巻
一
九
〇
、
五
頁
）
に
、「
諭
各
督
撫
及
各
使
日

俄
議
和
中
国
応
如
何
因
応
著
各
抒
所
見
電
」
と
題
し
た
「
各
省
督
撫
」

で
は
な
く
「
該
大
臣
等
」
に
建
議
要
請
を
す
る
同
内
容
の
電
文
が
あ
り
、

光
緒
三
一
年
五
月
二
四
日
（
一
九
〇
五
年
六
月
二
六
日
）
の
も
の
と
し

て
い
る
。
侯
宜
傑
は
こ
れ
に
よ
り
、
日
露
戦
後
処
理
に
関
す
る
建
議
要

請
を
二
六
日
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
註
（（
参
照
）。
中
国
第
一
歴

史
檔
案
館
編
『
清
代
軍
機
処
電
報
檔
彙
編
（
三
）』（
中
国
人
民
大
学
出

版
社
、二
〇
〇
五
年
、九
〇
頁
）
か
ら
も
二
種
の
電
文
が
確
認
で
き
る
。

　（
（（
）　「
粤
督
岑
来
電
（
光
緒
三
一
年
五
月
二
四
日
到
）」「
附
録
二 

梁
誠
使

美
所
遣
文
件
」
羅
香
林
『
梁
誠
的
出
使
美
国
』
文
海
出
版
社
、

一
九
七
九
年
、
二
九
三
頁
。

　（
（（
）　「
致
岑
制
軍
電
（
光
緒
三
一
年
六
月
一
日
発
）」
同
前
書
、二
九
四
頁
。
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頁
）。
李
細
珠
『
督
撫
与
清
末
新
政
』
は
報
道
に
加
え
、
北
京
の
幕
僚

か
ら
張
之
洞
へ
の
電
文
を
論
拠
と
す
る
（
一
四
九
頁
）。

　（
（1
）　「
遵
旨
敬
抒
管
見
上
備
甄
択
摺
（
光
緒
二
七
年
三
月
七
日
）」『
袁
世

凱
全
集
（
九
）』
文
書
番
号
九
―
二
〇
九
。

　（
（2
）　「
遵
旨
籌
議
変
法
謹
擬
采
用
西
法
十
一
条
摺
（
光
緒
二
七
年
六
月
五

日
）」『
張
之
洞
全
集
（
四
）』
二
六
頁
。

　（
（（
）　「
密
陳
大
計
摺
（
光
緒
三
十
年
正
月
）」『
愚
斎
存
藁
』
巻
十
、三
頁
二

月
初
五
日
（
一
九
〇
四
年
三
月
二
一
日
）
に
「
留
中
」
と
さ
れ
た
と
あ

る
（
五
頁
）。

　（
（（
）　「
署
理
両
江
総
督
岑
春
煊
奏
為
病
請
開
缺
出
洋
就
医
兼
考
査
各
国
学

政
事
（
光
緒
三
一
年
六
月
三
日
）」『
軍
機
処
録
副
奏
摺
』
中
国
第
一
歴

史
檔
案
館
所
蔵
（
李
細
珠
『
督
撫
与
清
末
新
政
』
一
五
〇
頁
参
照
）。

或
い
は
こ
れ
が
、『
中
外
日
報
』
が
報
じ
た
岑
春
煊
の
立
憲
上
奏
（
註

（2
）
を
指
す
か
も
し
れ
な
い
。

　（
（（
）　「
致
湖
広
総
督
張
之
洞
電
（
光
緒
三
一
年
五
月
二
八
日
）」『
袁
世
凱

全
集
（
十
三
）』
文
書
番
号
十
三
―
九
八
七
。「
袁
宮
保
来
電
（
光
緒

三
一
年
五
月
二
九
日
到
）」『
張
之
洞
全
集
（
十
一
）』
二
一
六
頁
。

　（
（（
）　
註
（
（2
）
に
同
じ
。

　（
（（
）　
註
（
（1
）
に
同
じ
。

　（
（（
）　
袁
世
凱
、
周
馥
、
い
ず
れ
の
上
奏
も
原
文
は
「
地
方
自
治
之
基
」。

両
上
奏
の
「
地
方
自
治
」
構
想
と
、
そ
こ
で
日
本
が
視
察
対
象
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

　（
（（
）　
註
（
（（
）
に
同
じ
、
五
四
八
頁
。

　（
（0
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
十
年
三
月
二
八
日
（
一
九
〇
四
年
五
月

十
三
日
）。

　（
（1
）　
平
川
幸
子
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
会
議
・
幻
の
清
国
使
節
団
―
―
日
露

戦
争
下
の
米
清
関
係
―
―
」（
軍
事
史
学
会
編
『
日
露
戦
争
（
一
）
―

―
国
際
的
文
脈
―
―
』
錦
正
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
四
頁
。

　（
（（
）　「
粤
督
岑
来
電
（
光
緒
三
一
年
六
月
七
日
到
）」
同
前
。

　（
（（
）　『
申
報
』
光
緒
三
一
年
七
月
十
四
日
。

　（
（（
）　「
陳
日
俄
議
和
中
国
因
応
善
後
之
策
致
軍
機
処
（
光
緒
三
一
年
六
月

二
二
日
）」『
張
之
洞
全
集
（
四
）』
五
四
七
―
五
四
九
頁
。

　（
（（
）　
三
総
督
会
奏
と
袁
世
凱
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た

指
摘
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
浅
原
達
郎
「「
熱
中
」
の
人
―
―

端
方
伝
―
―
（
六
）」『
泉
屋
博
古
館
紀
要
（
第
十
巻
）』
一
九
九
四
年
、

七
一
―
七
二
頁
。
孫
安
石
「
清
末
の
政
治
考
察
五
大
臣
の
派
遣
と
立
憲

運
動
」『
中
国
―
―
社
会
と
文
化
』
第
九
号
、
一
九
九
四
年
〔
註
（
〕。

川
島
真
「
光
緒
新
政
下
の
出
使
大
臣
と
立
憲
運
動
」『
東
洋
学
報
』
第

七
五
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
四
年
〔
註
1
〕。
李
振
武
「
袁
・
張
・
周
有

無
聯
銜
奏
請
立
憲
」『
広
東
社
会
科
学
』
第
四
期
、
二
〇
〇
七
年

一
四
五
頁
）。
指
摘
が
あ
り
な
が
ら
も
、
地
方
大
官
が
立
憲
政
体
へ
の

移
行
や
視
察
団
派
遣
を
上
奏
し
た
と
す
る
定
説
は
揺
る
が
ず
、
概
説
書

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
川
島
真
論
文
、
一
三
二
・

一
三
六
・
一
三
八
頁
。
曽
田
三
郎
『
立
憲
国
家
中
国
へ
の
始
動
―
―
明

治
憲
政
と
近
代
中
国
―
―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
四
一
・
四
八

―
四
九
・
一
三
六
頁
。
箱
田
恵
子
「
日
露
戦
争
―
―
否
応
な
し
の
当
事

国
と
し
て
」
岡
本
隆
司
・
箱
田
恵
子
編
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
近
代
中
国
外

交
史
―
―
明
清
交
替
か
ら
満
洲
事
変
ま
で
―
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
九
年
、
一
三
三
頁
）。
そ
の
論
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
報

道
の
他
、
侯
宜
傑
の
説
で
あ
る
（
伊
傑
〔
侯
宜
傑
の
筆
名
〕「
五
大
臣

出
洋
考
察
政
治
的
動
因
及
其
演
変
過
程
」『
近
代
史
研
究
』
一
九
八
九

年
第
三
期
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。
侯
宜
傑
『
立
憲
運
動
史
』
三
八
―

三
九
頁
に
同
内
容
）。
全
て
地
方
大
官
の
上
奏
の
典
拠
と
さ
れ
る
の
は

報
道
で
あ
り
、「
八
名
の
総
督
中
…
…
五
名
が
立
憲
を
奏
請
し
た
」
と

の
記
述
は
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　（
（0
）　
前
註
の
孫
安
石
論
文
（
一
八
九
頁
）、
同
じ
く
曽
田
三
郎
著
作
（
四
九
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　（
（2
）　
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
（
日
露
戦
争
Ⅴ
）』
日
本
国
際
連
合
協
会
、

一
九
六
〇
年
、
文
書
番
号
一
四
六
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
四
八
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
五
〇
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
五
二
。

　（
（（
）　
註
（
（1
）
に
同
じ
、
一
〇
七
頁
。

　（
（（
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
二
日
。

　（
（（
）　
註
（
（2
）
に
同
じ
、
文
書
番
号
一
六
〇
。

　（
（（
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
七
日
。

　（
（0
）　
趙
炳
麟
『
光
緒
大
事
彙
鑑
』
巻
十
二
、二
頁
（『
趙
柏
厳
集
』）。

　（
（1
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
十
一
日
。

　（
（2
）　『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』
光
緒
十
八
年
春
、
二
二
年
、
二
四
年
六
月
、

二
七
年
七
月
・
冬
、
二
九
年
八
月
中
旬
・
十
一
月
、
三
一
年
六
月
。
唐

文
治
は
左
侍
郎
に
任
命
さ
れ
た
の
を
光
緒
三
一
年
六
月
と
す
る
が
、
正

確
に
は
八
月
十
九
日
（
一
九
〇
五
年
九
月
十
七
日
）
で
あ
る
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
八
年
九
月
初
。

　（
（（
）　「
英
軺
日
記
序
」『
茹
経
堂
文
集
（
巻
四
）』
四
四
・
四
七
頁
。

　（
（（
）　
溥
銓
「
我
的
家
庭
『
慶
親
王
府
』
片
断
」
全
国
政
協
文
史
資
料
委
員

会
編
『
晩
清
宮
廷
生
活
見
聞
』
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
版
、

二
四
四
頁
。

　（
（（
）　
一
九
〇
三
年
七
月
三
日
（
光
緒
二
九
年
閏
五
月
九
日
）
に
張
振
勲
が

「
奏
陳
振
興
商
務
条
議
」
を
上
奏
す
る
と
、
載
振
・
伍
廷
芬
に
「
協
議

の
上
で
奏
上
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
唐
文
治
が
代
わ
り
「
議
覆
張

振
勲
条
陳
商
務
摺
」（『
茹
経
堂
奏
疏
（
巻
二
）』
一
―
二
五
頁
）
を
起

草
し
、
八
月
末
か
ら
九
月
初
に
上
奏
さ
れ
た
。
九
月
七
日
（
同
年
七
月

十
六
日
）
に
商
部
設
立
の
上
諭
が
下
り
、
載
振
が
尚
書
、
伍
廷
芬
が
左

侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
九
月
二
六
日
（
同
年
八
月
六
日
）
に
商
部
が
上

奏
し
た
「
擬
商
部
章
程
摺
」（
同
前
書
、
二
五
―
三
四
頁
）
も
ま
た
唐

文
治
が
起
草
し
た
。
十
月
一
日
（
八
月
十
一
日
）、
唐
文
治
は
商
部
右

丞
に
任
ぜ
ら
れ
、
十
二
月
八
日
（
同
年
十
一
月
九
日
）、
左
丞
に
転
じ

た
（
陸
陽
『
唐
文
治
年
譜
』
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
六
八
―

七
一
頁
）。
こ
れ
以
降
も
唐
文
治
が
商
部
上
奏
の
起
草
役
を
担
う
。『
茹

経
堂
奏
疏
』巻
二
・
三
に
唐
文
治
起
草
の
商
部
上
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
二
）』
光
緒
二
八
年
三
月
二
四
日
。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
一
）』
光
緒
二
八
年
三
月
十
一
日
。

　（
（（
）　『
奉
使
日
本
記
（
代
那
大
臣
作 

辛
丑
〔
光
緒
二
七
年
〕）』『
茹
経
堂
文

集
』巻
六
、二
六
頁
。『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』（
光
緒
二
七
年
八
月
中
旬
）

に
、
日
本
の
国
勢
に
つ
い
て
は
『
東
瀛
日
記
』
に
詳
述
し
た
と
あ
る
が
、

そ
の
存
在
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
那
桐
一
行
が
日
本
に
到
着
し
た
の
は

九
月
五
日
で
あ
り
、
そ
の
十
日
ほ
ど
前
に
駐
日
公
使
李
盛
鐸
は
「
立
憲
」

を
上
奏
し
て
い
る
（
註
（
）。
当
然
な
が
ら
、
連
日
の
よ
う
に
李
盛
鐸

は
那
桐
一
行
の
も
と
を
訪
れ
、
会
談
し
て
い
る
（『
東
使
日
記
』『
那
桐

日
記
』）。

　（
（0
）　『
英
軺
日
記
（
巻
三
）』
光
緒
二
九
年
四
月
六
日
（
一
九
〇
二
年
五
月

十
三
日
）。

　（
（1
）　
清
朝
の
知
識
人
の
間
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
ま
で
に
、
海
外
各

国
の
政
体
を
、
専
制
君
主
・
共
和
・
立
憲
君
主
の
三
種
に
分
類
し
、
そ

れ
を
そ
れ
ぞ
れ
、
君
主
・
民
主
・
君
民
共
主
と
称
す
よ
う
に
な
っ
て
い

た
（
佐
々
木
揚
『
清
末
中
国
に
お
け
る
日
本
観
と
西
洋
観
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
七
頁
）。

　（
（2
）　『
英
軺
日
記
（
巻
五
）』
光
緒
二
九
年
五
月
十
五
日
（
一
九
〇
二
年
六

月
二
十
日
）。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
十
二
）』
光
緒
二
九
年
七
月
二
九
日
（
一
九
〇
二
年

九
月
一
日
）。
載
振
一
行
は
こ
の
日
、
日
本
に
到
着
し
た
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
九
年
八
月
二
日
（
一
九
〇
二
年
九
月
三
日
）。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
九
年
八
月
三
日
（
一
九
〇
二
年
九
月
四
日
）。
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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）
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　（
（2
）　
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
（
日
露
戦
争
Ⅴ
）』
日
本
国
際
連
合
協
会
、

一
九
六
〇
年
、
文
書
番
号
一
四
六
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
四
八
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
五
〇
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
一
五
二
。

　（
（（
）　
註
（
（1
）
に
同
じ
、
一
〇
七
頁
。

　（
（（
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
二
日
。

　（
（（
）　
註
（
（2
）
に
同
じ
、
文
書
番
号
一
六
〇
。

　（
（（
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
七
日
。

　（
（0
）　
趙
炳
麟
『
光
緒
大
事
彙
鑑
』
巻
十
二
、二
頁
（『
趙
柏
厳
集
』）。

　（
（1
）　『
栄
慶
日
記
』
光
緒
三
一
年
六
月
十
一
日
。

　（
（2
）　『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』
光
緒
十
八
年
春
、
二
二
年
、
二
四
年
六
月
、

二
七
年
七
月
・
冬
、
二
九
年
八
月
中
旬
・
十
一
月
、
三
一
年
六
月
。
唐

文
治
は
左
侍
郎
に
任
命
さ
れ
た
の
を
光
緒
三
一
年
六
月
と
す
る
が
、
正

確
に
は
八
月
十
九
日
（
一
九
〇
五
年
九
月
十
七
日
）
で
あ
る
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
八
年
九
月
初
。

　（
（（
）　「
英
軺
日
記
序
」『
茹
経
堂
文
集
（
巻
四
）』
四
四
・
四
七
頁
。

　（
（（
）　
溥
銓
「
我
的
家
庭
『
慶
親
王
府
』
片
断
」
全
国
政
協
文
史
資
料
委
員

会
編
『
晩
清
宮
廷
生
活
見
聞
』
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
版
、

二
四
四
頁
。

　（
（（
）　
一
九
〇
三
年
七
月
三
日
（
光
緒
二
九
年
閏
五
月
九
日
）
に
張
振
勲
が

「
奏
陳
振
興
商
務
条
議
」
を
上
奏
す
る
と
、
載
振
・
伍
廷
芬
に
「
協
議

の
上
で
奏
上
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
唐
文
治
が
代
わ
り
「
議
覆
張

振
勲
条
陳
商
務
摺
」（『
茹
経
堂
奏
疏
（
巻
二
）』
一
―
二
五
頁
）
を
起

草
し
、
八
月
末
か
ら
九
月
初
に
上
奏
さ
れ
た
。
九
月
七
日
（
同
年
七
月

十
六
日
）
に
商
部
設
立
の
上
諭
が
下
り
、
載
振
が
尚
書
、
伍
廷
芬
が
左

侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
九
月
二
六
日
（
同
年
八
月
六
日
）
に
商
部
が
上

奏
し
た
「
擬
商
部
章
程
摺
」（
同
前
書
、
二
五
―
三
四
頁
）
も
ま
た
唐

文
治
が
起
草
し
た
。
十
月
一
日
（
八
月
十
一
日
）、
唐
文
治
は
商
部
右

丞
に
任
ぜ
ら
れ
、
十
二
月
八
日
（
同
年
十
一
月
九
日
）、
左
丞
に
転
じ

た
（
陸
陽
『
唐
文
治
年
譜
』
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
六
八
―

七
一
頁
）。
こ
れ
以
降
も
唐
文
治
が
商
部
上
奏
の
起
草
役
を
担
う
。『
茹

経
堂
奏
疏
』巻
二
・
三
に
唐
文
治
起
草
の
商
部
上
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
二
）』
光
緒
二
八
年
三
月
二
四
日
。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
一
）』
光
緒
二
八
年
三
月
十
一
日
。

　（
（（
）　『
奉
使
日
本
記
（
代
那
大
臣
作 

辛
丑
〔
光
緒
二
七
年
〕）』『
茹
経
堂
文

集
』巻
六
、二
六
頁
。『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』（
光
緒
二
七
年
八
月
中
旬
）

に
、
日
本
の
国
勢
に
つ
い
て
は
『
東
瀛
日
記
』
に
詳
述
し
た
と
あ
る
が
、

そ
の
存
在
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
那
桐
一
行
が
日
本
に
到
着
し
た
の
は

九
月
五
日
で
あ
り
、
そ
の
十
日
ほ
ど
前
に
駐
日
公
使
李
盛
鐸
は
「
立
憲
」

を
上
奏
し
て
い
る
（
註
（
）。
当
然
な
が
ら
、
連
日
の
よ
う
に
李
盛
鐸

は
那
桐
一
行
の
も
と
を
訪
れ
、
会
談
し
て
い
る
（『
東
使
日
記
』『
那
桐

日
記
』）。

　（
（0
）　『
英
軺
日
記
（
巻
三
）』
光
緒
二
九
年
四
月
六
日
（
一
九
〇
二
年
五
月

十
三
日
）。

　（
（1
）　
清
朝
の
知
識
人
の
間
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
ま
で
に
、
海
外
各

国
の
政
体
を
、
専
制
君
主
・
共
和
・
立
憲
君
主
の
三
種
に
分
類
し
、
そ

れ
を
そ
れ
ぞ
れ
、
君
主
・
民
主
・
君
民
共
主
と
称
す
よ
う
に
な
っ
て
い

た
（
佐
々
木
揚
『
清
末
中
国
に
お
け
る
日
本
観
と
西
洋
観
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
七
頁
）。

　（
（2
）　『
英
軺
日
記
（
巻
五
）』
光
緒
二
九
年
五
月
十
五
日
（
一
九
〇
二
年
六

月
二
十
日
）。

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
（
巻
十
二
）』
光
緒
二
九
年
七
月
二
九
日
（
一
九
〇
二
年

九
月
一
日
）。
載
振
一
行
は
こ
の
日
、
日
本
に
到
着
し
た
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
九
年
八
月
二
日
（
一
九
〇
二
年
九
月
三
日
）。

　（
（（
）　
同
前
書
、
光
緒
二
九
年
八
月
三
日
（
一
九
〇
二
年
九
月
四
日
）。
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　（
（（
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
一
）』
文
書
番
号
四
〇
九
。

　（
（（
）　『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』
光
緒
三
一
年
七
月
。「
留
中
」
と
さ
れ
た
と

あ
る
。

　（
（（
）　「
請
改
定
官
制
摺
（
乙
巳
〔
光
緒
三
一
年
〕
七
月
）」『
茹
経
堂
奏
疏
』

巻
三
、二
三
・
二
四
・
二
七
頁
。

　（
（（
）　『
紹
英
日
記
』
光
緒
三
一
年
八
月
十
九
日
。

　（
（11
）　
戴
鴻
慈
『
出
使
九
国
日
記
（
巻
一
）』
光
緒
三
一
年
八
月
十
九
日
。

　（
（1（
）　「
乙
巳
十
一
月
十
三
日
天
津
端
星
使
来
電
」『
張
之
洞
檔
案
』（
李
細

珠
『
張
之
洞
与
清
末
新
政
』
二
七
四
頁
、
李
細
珠
『
督
撫
与
清
末
新
政
』

一
五
八
頁
参
照
）。

　（
（10
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
一
年
十
一
月
二
一
日
。

　（
（10
）　
趙
鳳
昌
「
中
国
欲
預
聞
日
俄
泊
資
模
斯
議
約
未
允
」『
惜
陰
堂
筆
記
』

一
一
二
頁
（『
人
文
月
刊
』
第
二
巻
第
八
期
、
一
九
三
一
年
）。

　（
（11
）　『
茹
経
先
生
自
訂
年
譜
』
光
緒
三
一
年
八
月
。
上
奏
の
正
確
な
日
付

は
定
か
で
は
な
い
が
、
光
緒
三
一
年
八
月
二
六
日
の
爆
破
事
件
に
つ
い

て
記
さ
れ
た
後
、「
請
立
憲
摺
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　（
（10
）　「
請
立
憲
摺
（
乙
巳
〔
光
緒
三
一
年
〕
八
月
）」『
茹
経
堂
奏
疏
』
巻
三
、

二
九
・
三
三
頁
。

　（
（10
）　
註
（
（11
）
に
同
じ
。

　（
（10
）　『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
三
一
年
十
月
辛
酉
（
一
九
〇
五
年
十
一
月

十
八
日
）。

　（
（10
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
一
）』
文
書
番
号
七
九
九
。

　（
（10
）　
載
沢
『
考
察
政
治
日
記
』
光
緒
三
二
年
一
月
初
四
日
。

　（
（（1
）　「
出
使
各
国
考
察
政
治
大
臣
載
沢
奏
請
宣
布
立
憲
密
奏
（
光
緒
三
二

年
）」故
宮
博
物
院
明
清
檔
案
部
編『
清
末
預
備
立
憲
檔
案
史
料（
上
冊
）』

中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
（
以
下
、『
預
備
立
憲
檔
案
史
料
』
と
略
記
）、

一
七
三
―
一
七
六
頁
。

　（
（（（
）　
夏
暁
虹
「
梁
啓
超
代
擬
憲
政
摺
考
」『
梁
啓
超
―
―
在
政
治
与
学
術

　（
（（
）　『
英
軺
日
記
序
』。

　（
（（
）　『
嗇
翁
自
訂
年
譜
』
光
緒
三
十
年
六
月
。
先
行
研
究
に
は
「
西
太
后

が
憲
法
導
入
に
熱
心
で
あ
る
よ
う
に
示
唆
さ
れ
た
の
は
甚
だ
疑
わ
し

い
」と
述
べ
る
も
の
も
あ
る
が（
熊
達
雲『
近
代
中
国
官
民
の
日
本
視
察
』

成
文
堂
、
一
九
九
八
年
、
二
七
八
頁
）、『
英
軺
日
記
』
に
よ
り
、
日
本

憲
法
を
君
主
大
権
と
皇
位
安
定
を
定
め
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
西
太
后
の
反
応
も
頷
け
る
。

　（
（（
）　「
致
趙
鳳
昌
函
・
二
（
光
緒
三
十
年
六
月
一
日
）」『
張
謇
全
集
（
二
）』

一
三
三
頁
。

　（
（（
）　『
柳
西
草
堂
日
記
』
光
緒
三
十
年
十
月
十
七
日
。

　（
（0
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
一
）』
文
書
番
号
四
四
六
。

　（
（1
）　『
紹
英
日
記
』光
緒
三
一
年
六
月
二
五
日（
第
十
二
冊「
出
使
日
記
」）。

ま
た
、
載
沢
に
海
外
渡
航
の
経
験
が
な
い
た
め
に
一
名
を
加
え
た
と
、

慶
親
王
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
紹
英
は
一
九
〇
二
年
、
京
師
大

学
堂
提
調
と
し
て
教
育
制
度
の
視
察
に
日
本
を
訪
れ
て
い
る
が
、
載
振

と
唐
文
治
の
到
着
前
に
日
本
を
離
れ
て
い
る
（
同
書
、
光
緒
二
八
年
七

月
十
八
日
〔
一
九
〇
二
年
八
月
二
一
日
〕）。

　（
（2
）　
載
沢
を
光
緒
帝
の
弟
と
す
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
が
（
註
（（
の
孫
安

石
論
文
、
同
「
光
緒
新
政
期
、
政
治
考
察
五
大
臣
の
日
本
訪
問
」『
歴

史
学
研
究
』
第
六
八
五
号
、
一
九
九
六
年
。
川
島
真
『
近
代
国
家
へ
の

模
索
（
一
八
九
四
―
一
九
二
五
）』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。
中
村

元
哉
『
対
立
と
共
存
の
日
中
関
係
史
―
―
共
和
国
と
し
て
の
中
国
』
講

談
社
、
二
〇
一
七
年
）、
義
弟
と
す
る
程
度
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　（
（（
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
一
）』
文
書
番
号
四
一
二
。

　（
（（
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
四
一
〇
。

　（
（（
）　『
諭
摺
彙
存
』
光
緒
三
一
年
六
月
二
四
日
に
「
沢
公
は
東
陵
よ
り
回

京
し
ご
機
嫌
伺
い
し
た
」
と
あ
る
。
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　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

2（

　（
（（0
）　「
出
使
各
国
大
臣
奏
請
宣
布
立
憲
摺
」『
憲
政
初
綱
』（
東
方
雑
誌
臨

時
増
刊
、
光
緒
三
二
年
十
二
月
、「
奏
議
」
一
―
四
頁
）。『
預
備
立
憲

檔
案
史
料
』（
一
一
〇
―
一
一
二
頁
）
に
「
出
使
各
国
考
察
政
治
大
臣

載
沢
等
奏
請
以
五
年
為
期
改
行
立
憲
政
体
摺（
光
緒
三
一
年
）」と
し
て
、

同
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
載
沢
ら
で
は
な
く
在
外
公
使
の

連
名
上
奏
で
あ
る
。
註
（
（（
）
の
川
島
真
論
文
の
註
2（
、
孫
安
石
論
文

の
註
（（
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
上
智
大
学
ほ
か
非
常
勤
）

之
間
』
東
方
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。
梁
啓
超
が
代
作
し
た
と
さ
れ
る

の
は
「
請
定
国
是
以
安
大
計
摺
」（『
端
忠
敏
公
奏
稿
（
巻
六
）』
二
八

―
四
三
頁
）
と
次
註
の
上
奏
の
二
件
。

　（
（（0
）　「
請
改
定
官
制
以
爲
立
憲
預
備
摺
」『
端
忠
敏
公
奏
稿
（
巻
六
）』

二
八
―
六
八
頁
。『
預
備
立
憲
檔
案
史
料
』（
三
六
七
―
三
八
三
頁
）に「
内

外
官
制
名
称
及
び
職
務
権
限
」
改
定
目
録
を
略
し
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　（
（（0
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
二
）』
文
書
番
号
六
〇
〇
。

　（
（（1
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
六
〇
三
。

　（
（（0
）　
李
細
珠
著
作
二
編
、
侯
宜
傑
著
作
（
以
上
註
（
）、
川
島
真
論
文
、

曽
田
三
郎
著
作
（
以
上
註
（（
）
な
ど
。
ま
た
、
視
察
目
的
が
憲
政
や
憲

法
と
な
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
結
果
的
に
な
り
ゆ
き
の
中
で
（
永
井
算

巳
『
中
国
近
代
政
治
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、一
九
八
三
年
、二
一
六
頁
。

黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
二
年
、
二
五
五
頁
）、
或
い
は
自
明
の
こ
と
（
註
（（
の
孫
安
石

論
文
、
一
九
三
頁
）
と
さ
れ
る
な
ど
、
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
も
言
え
る
。

　（
（（0
）　
註
（
20
）
―
（
22
）
の
三
件
の
み
。
註
（
（（
）
の
川
島
真
論
文
で
は
、

官
界
で
の
立
憲
運
動
の
発
端
は
光
緒
三
十
年
二
月
の
四
出
使
大
臣
に
よ

る
連
名
上
奏
と
さ
れ
て
い
る
（
一
三
六
頁
）。
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、『
清
季
外
交
史
料
』（
巻
一
八
二
、九
―
十
頁
）
の
「
孫
宝
琦
胡

惟
徳
張
徳
彜
楊
張
鋆
致
外
部
日
俄
用
兵
請
速
変
法
電
（
光
緒
三
十
年
二

月
六
日
〔
一
九
〇
四
年
三
月
二
二
日
〕）」
を
指
す
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
「
変
法
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
政
体
変
更
や
憲
法
制
定
を

訴
え
る
「
立
憲
」
上
奏
で
は
な
い
。
孫
宝
琦
は
こ
の
上
奏
に
納
得
い
か

ず
（
註
12
）、
数
カ
月
を
置
か
ず
に
単
独
で
「
立
憲
」
を
上
奏
し
た
の

で
あ
る
（
註
20
）。

　（
（（0
）　
註
（
（0
）
に
同
じ
。
李
細
珠
著
作
は
、
一
四
八
―
一
五
八
頁
。

　（
（（0
）　
註
（
（（
）
に
同
じ
。

_史学研究303.indb   25 19/07/22   13:41



　「立憲」の胎動―清朝朝廷の「立憲」構想（宮古）

2（

　（
（（0
）　「
出
使
各
国
大
臣
奏
請
宣
布
立
憲
摺
」『
憲
政
初
綱
』（
東
方
雑
誌
臨

時
増
刊
、
光
緒
三
二
年
十
二
月
、「
奏
議
」
一
―
四
頁
）。『
預
備
立
憲

檔
案
史
料
』（
一
一
〇
―
一
一
二
頁
）
に
「
出
使
各
国
考
察
政
治
大
臣

載
沢
等
奏
請
以
五
年
為
期
改
行
立
憲
政
体
摺（
光
緒
三
一
年
）」と
し
て
、

同
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
載
沢
ら
で
は
な
く
在
外
公
使
の

連
名
上
奏
で
あ
る
。
註
（
（（
）
の
川
島
真
論
文
の
註
2（
、
孫
安
石
論
文

の
註
（（
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
上
智
大
学
ほ
か
非
常
勤
）

之
間
』
東
方
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。
梁
啓
超
が
代
作
し
た
と
さ
れ
る

の
は
「
請
定
国
是
以
安
大
計
摺
」（『
端
忠
敏
公
奏
稿
（
巻
六
）』
二
八

―
四
三
頁
）
と
次
註
の
上
奏
の
二
件
。

　（
（（0
）　「
請
改
定
官
制
以
爲
立
憲
預
備
摺
」『
端
忠
敏
公
奏
稿
（
巻
六
）』

二
八
―
六
八
頁
。『
預
備
立
憲
檔
案
史
料
』（
三
六
七
―
三
八
三
頁
）に「
内

外
官
制
名
称
及
び
職
務
権
限
」
改
定
目
録
を
略
し
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　（
（（0
）　『
光
緒
宣
統
両
朝
上
諭
檔
（
三
二
）』
文
書
番
号
六
〇
〇
。

　（
（（1
）　
同
前
書
、
文
書
番
号
六
〇
三
。

　（
（（0
）　
李
細
珠
著
作
二
編
、
侯
宜
傑
著
作
（
以
上
註
（
）、
川
島
真
論
文
、

曽
田
三
郎
著
作
（
以
上
註
（（
）
な
ど
。
ま
た
、
視
察
目
的
が
憲
政
や
憲

法
と
な
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
結
果
的
に
な
り
ゆ
き
の
中
で
（
永
井
算

巳
『
中
国
近
代
政
治
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、一
九
八
三
年
、二
一
六
頁
。

黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明
治
日
本
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
二
年
、
二
五
五
頁
）、
或
い
は
自
明
の
こ
と
（
註
（（
の
孫
安
石

論
文
、
一
九
三
頁
）
と
さ
れ
る
な
ど
、
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
も
言
え
る
。

　（
（（0
）　
註
（
20
）
―
（
22
）
の
三
件
の
み
。
註
（
（（
）
の
川
島
真
論
文
で
は
、

官
界
で
の
立
憲
運
動
の
発
端
は
光
緒
三
十
年
二
月
の
四
出
使
大
臣
に
よ

る
連
名
上
奏
と
さ
れ
て
い
る
（
一
三
六
頁
）。
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、『
清
季
外
交
史
料
』（
巻
一
八
二
、九
―
十
頁
）
の
「
孫
宝
琦
胡

惟
徳
張
徳
彜
楊
張
鋆
致
外
部
日
俄
用
兵
請
速
変
法
電
（
光
緒
三
十
年
二

月
六
日
〔
一
九
〇
四
年
三
月
二
二
日
〕）」
を
指
す
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
「
変
法
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
政
体
変
更
や
憲
法
制
定
を

訴
え
る
「
立
憲
」
上
奏
で
は
な
い
。
孫
宝
琦
は
こ
の
上
奏
に
納
得
い
か

ず
（
註
12
）、
数
カ
月
を
置
か
ず
に
単
独
で
「
立
憲
」
を
上
奏
し
た
の

で
あ
る
（
註
20
）。

　（
（（0
）　
註
（
（0
）
に
同
じ
。
李
細
珠
著
作
は
、
一
四
八
―
一
五
八
頁
。

　（
（（0
）　
註
（
（（
）
に
同
じ
。

_史学研究303.indb   25 19/07/22   13:41


